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Thomas Jefferson's "Empire of Liberty": 

A Consequence of the Republican Constitution?

Yuichi Aiko

Abstract

 The purpose of this article is to examine whether Thomas Jefferson's 
expansionist "Empire of Liberty" was a logical consequence of his conception 
of the republican constitution. As is well known, since the September 11, 2001 
attacks in America, the origin of the expansionist-militaristic tendency of the 
"imperial" United States has became one of the most widely discussed issues; and 

some have argued that the tendency should be interpreted as natural product of 
its "republicanism", an ideological basis for many Founding Fathers in building 
the new nation around the end of the eighteenth century. In this inteipretation 
Jefferson and his term "Empire of Liberty" have often been cited as a symbol that. 
stands for this correlation. This is because this most eloquent defender of the 
republic was also one of the keenest to expanding American territory both in his 

policy and his ideology. 
 The author however claims that Jefferson's expansionism has in his own thinking 

only indirect, if important and somewhat crucial, relations with his conception 
of the republican constitution. He took the republican America generally as 
a peaceful force in an international sphere, particularly in comparison with 
monarchicaUdespotic governments in war-prone Europe. Also, Jefferson's passion 
for expanding the "Empire of Liberty" was mostly justified by his following three 
aims, none of which proves a logical correlation between his conception of the 
republican constitution and his expansionism: (1) to remove the threats of 
European powers; (2) to obtain more lands as well as to secure commercial routes 
in order to achieve the economic prosperity of Jefferson's ideal "agricultural" 
republic; and (3) to spread to the Western Hemisphere, or even to the whole 
world, the civilization that was embodied in America. The origin of America's 
expansionist empire was actually very complex, to say the least; it is thus 
inappropriate to ascribe its cause to a single factor, the form of its constitution.
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1.は じ め に1

ア メ リカ独 立 宣 言(1776年)の 起 草 者 で あ り、「建 国 の 父 祖FoundingFathers」 の なか で も も っ

と も著 名 な 人物 の ひ と りで あ る トマ ス ・ジ ェ フ ァ ソ ン(ThomasJeffersonl743-1826)。 本 稿 の 目

的 は 、そ の彼 が 熱 望 した拡 大 して い くア メ リカ とい う 「自由 の 帝 国EmpireofLiberty」2が 、彼 の

追 求 した 「共和 政republicanconstitution/government」 の あ り方 に どれ だ け 基 づ くもの で あ っ

た の か この 問題 を検 討 す る こ とに あ る 。

ジ ェ フ ァ ソ ンが1809年4月27日 に 盟 友 の ジ ェ イ ム ズ ・マ デ イ ソ ン(JamesMadison1751-

1836)に 宛 て た手 紙 の な か で は 、そ の 「自由 の 帝 国 」 に類 した 表 現 が 用 い られ て い る。 前 後 の 文

脈 か ら言 っ て 、 そ の 表 現 の なか に領 土 膨 張 主 義 的 な響 きが 含 み 込 ま れ て い る こ と を誰 し も否 定

す る こ とは で きな い だ ろ う。

[キ ュ ー バ を併 合 した 後 は]私 た ち は た だ 北 部 を私 た ち の 連 邦confederacyに 含 み さ え

す れ ば よい … 。 そ うす れ ば私 た ち は、 建 国 以 来 一 度 も見 た こ とが な か っ た よ う な

自由 の た め の 帝 国empireforlibertyを 手 にす る こ とで し ょう。 私 は、 我 々の 憲 法 体 制 ほ

ど広 大 な 帝 国extensiveempireと 自治 政 府 と に適 した もの はか つ て なか った 、 と確 信 し

て い ます3。

しか し ジ ェ フ ァ ソ ン とい え ば 、 ア メ リカ合 衆 国 憲 法 の 施行(1788年)後 に 「共和 派republicans」

を形 成 し、 マ デ ィ ソ ン ら と と もに そ の 領 袖 と して 、 ア メ リ カ に樹 立 され た 共 和 政 の 精 神 や社 会

を擁 護 ・強化 す る こ と に努 め た 人 物 で あ る(Banningl978)。 一 般 的 な 理 解 に よ る な ら共 和 政 と

帝 国 とい う2つ の統 治形 態 は元 来両 立 し得 な い はず で あ り(Andrew2011:ix-xi)、 した が って 共

和 政 体 を擁 護 す る ジ ェ フ ァ ソ ンが な ぜ ア メ リ カの 帝 国化 を志 向 した の か 、 や は り奇 妙 と言 わ ざ

る を得 な い だ ろ う4。 しか も、 ア メ リ カ建 国 期 の18世 紀 末 か ら19世 紀 初 頭 にか けて は、 モ ンテ ス

キ ュ ー(CharlesLouisdeSecondat,BarondelaBredeetdeMontesquieu1689-1755)の 執 筆 した

『法 の精 神De1'espritdeslois』(1748年)の 影 響 もあ って 、 共 和 政 を平 和 的 な政 体 ゆ え にそ

れ は膨 張 主 義 的 な性 格 と は そ ぐわ な い と見 なす パ ラ ダ イ ムが か な り広 範 に 受 け入 れ られ て

い た 時期 で もあ る(愛 甲2011:212-214)`。 『ザ ・フ ェデ ラ リス トTheFederalist』(1787-88)の 第

'本 稿 に お け る外 国語 文 献 か ら の翻 訳 は、 す べ て筆 者 本 人 の もの で あ る。 た だ し邦 訳 の あ る 場 合 はそ の

訳 文 も適 宜 参 照 させ て い た だ い た こ と を、 こ こ に付 記 して お き たい 。
2こ の 「自 由の 帝 国」 とい う言 葉 を含 め て本 稿 で は 、 「帝 国empire」 とい う表 現 を多 用 す る。 言 うま で も

な く、 「帝 国 」 とい う概 念 は 多 義 的 で あ るが 、 こ こ で は基 本 的 に 「大 規 模 な領 土 を保 有 し統 治 す る 国家 」

とい っ た程 度 の 意 味 で の み 使 用 す る。
3"ToJamesMadison

,Apri127,1809",inLooney2005:169.ジ ェ フ ァソ ンの著 作 物 と して 後世 に伝 え られ

て い る もの の 大 部 分 は 演 説 や 政 治 宣 言 、 報 告 書 、 そ して 書 簡 類 で あ る。 ゆ え に 本 稿 で は 、 読 者 の 便 宜

を考 慮 し、 ジ ェ フ ァソ ンの著 作 物 を参 照 ・引用 した 時 はす べ て脚 注 に て そ れ らの タ イ トル や宛 先(日 付)

を記 載 す る こ と に した 。
4共 和 政 と帝 国 と を対 立 的 に用 い る 語 法 は 、 ジ ェ フ ァ ソ ン と 同 時代 に 生 き た ア メ リ カ人 の 問 で も広 く共

有 され て い た。 た と え ば1788年6月5日 にお け る ヴ ァ ー ジニ ア邦 の憲 法 批 准 会 議 にお い て、 中央 集 権 化

を進 め る憲 法 案 に反 対 して い たバ トリ ッ ク ・ヘ ン リー(PatrickHenry1736-1799)は 、 そ の憲 法 案 が ア

メ リ カ を 「強 力 か つ 強 大 な帝 国powerfulandmightyempire」 に して しま う と述 べ た うえ で 、 「そ の よ う

な政 府 は共 和 主 義republicanismの 特 質 とは 両 立 しな い 」 と主 張 して い る(Ketcham1986:208)。
5ア メ リ カ建 国 期 の 政 治 思 想 に モ ン テ ス キ ュ ー の 「法 の 精 神 』 が 著 しい 影 響 を及 ぼ し こ と に つ い て は 、

Arendt1963:148-153;Spurlin1969;Lutzl984な ど を参 照 の こ と。 モ ンテ ス キ ュ ー は 「法 の精 神 』 第9編

第3章 に お い て、 「共 和 政 の精 神 」 が 「平 和 と節 度 」 に あ る と指 摘 してい る(Montesquieu1951:371)。

なお ジ ェ フ ァ ソ ン 自身 も 『法 の 精 神 』 を政 治 理 論 上 参 考 に すべ き重 要 な書 だ と考 え て い た が 、 しか し

そ こ に書 か れ て い る事 柄 す べ て に 同 意 して い た わ け で は ない 。 こ の 点 に つ い て は、"ToThomasMann
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6篇 に お い て 、 そ の執 筆 者 で あ る ア レ グザ ン ダー ・ハ ミル トン(AlexanderHamiltonl755/1757-

1804)が わ ざ わ ざ こ のパ ラ ダイ ム に言 及 して い る 点 に 、そ の影 響 力 の証 左 を見 出す こ とが で きよ

う。 もち ろん 、 そ こで の ハ ミル トンの 主張 は 、 こ れ ま で の共 和 政 が 必 ず し も平 和 的で は なか っ た

こ と を指 摘 し、 ゆ え に そ の パ ラ ダ イ ム に は妥 当性 が な い こ とを示 す 点 に 、 む しろ そ の 目的が あ っ

た(Hamilton,MadisonandJay2003:19-25)。 が 、 ハ ミル トン とい え ば、 共 和 政 の原 則 か ら乖 離

しイ ギ リス 的 な君 主 政 に擦 り寄 って い っ た 人 物 と して 、 後 に ジ ェ フ ァ ソ ン ら 「共 和 派 」 か ら激

しい 攻 撃 を受 け た 「連 邦 派Federalists」 の 領 袖 で あ る(明 石1993:160-165)6。 とす れ ば 、そ のハ

ミ ル トン とは 異 な り共和 政 を擁 護 し続 け た はず の ジ ェ フ ァソ ンが 、 なぜ 膨 張 主 義 的 な 「自 由 の

帝 国」 構想 を積 極 的 に推 進 し よ う と した の か 、 当 時 の 知 的 コ ンテ クス トを考 慮 す る な ら実 に不

思 議 な こ とだ と言 わ ね ば な る まい 。モ ンテ ス キ ュ ー 的視 点 か らす れ ば平 和 を志 向す る はず の ジ ェ

フ ァ ソ ンに お い て、 ア メ リ カ の領 土 拡 張 と き に そ れ は 軍 事 力 の 行 使 を も辞 さ な い が い

か な る事 情 か ら是 と され た の だ ろ うか 。 こ の点 を 明 らか に しよ う とい う のが 、本 稿 の課 題 で あ る 。

しか し こ う した課 題 の 検 討 に 移 る前 に 、 な ぜ そ の よ う な問 い に 取 り組 む の か につ い て 、 少 し

説 明 を加 え て お こ う。 こ と は近 年 、 特 に ア メ リ カ と い う コ ン テ ク ス トに お い て 、 共 和 政 と帝 国

との 関 連 性 が盛 ん に言 及 さ れ て きた こ と に 関 わ っ て い る。 周 知 の通 り、2001年9月11日 に発 生

した 同 時 多 発 テ ロ事 件 以 降 、 強 圧 的 な外 交 ・軍 事 政 策 を世 界 的 に展 開 した ジ ョー ジ ・W・ブ ッシ ュ

政 権 下 の ア メ リカ を前 に、 そ れ を軍 事 的 な 「帝 国」 と して 表 象 す る 向 きが 、 学 界 ・ジ ャー ナ リ

ズ ム を問 わ ず す さ ま じい 勢 い で 広 が って い った(山 本2006:3-52;油 井2006:312;藤 原2009:200-

204)。 多 くの論 者 が そ こ で 、 アメ リ カは なぜ 帝 国 化 した の か とい う起 源 をめ ぐ る問 い に対 し、答

え を与 え よ う と して きた の で あ る。 しか しそ れ につ い て は、18世 紀 末 に 誕 生 した ア メ リ カ共 和

政 で は既 に同 国 の 帝 国 化 が 始 ま って い た との 指 摘 が 、少 な くな い数 の論 者 に よ っ て頻 繁 に行 な わ

れ て きた 。 そ して そ の 種 の 指 摘 で は 多 くの 場 合 、「共 和 派 」ジ ェ フ ァソ ンの使 用 した 「自由 の 帝 国 」

とい う表 現 が 、 そ の 点 を象 徴 的 に示 す もの と して 言 及 され て きた の で あ る(古 矢2004:43-54;西

崎2004:31-36;ス テ フ ァ ンソ ン2008:305-308;五 十 嵐2010:24-35;山 下2010:231-235;渡 辺2010:

180-182)。 こ の こ とは 、 そ う した指 摘 を行 な っ て い る 人 び とが 、共 和 政 と帝 国化 との 間 に は何 ら

か の 因果 関 係 が あ る 、 と見 て い た 可 能 性 を示 唆 して い る。 そ して事 実 、 少 な く と も山下 範 久 と

渡 辺 靖 は、 そ の 両 者 の 間 に論 理 的 な相 関 性 が あ った とい う議 論 を展 開 して い るの で あ る。

彼 らに よれ ば、 ア メ リ カ建 国 を理 念 的 に 支 え た 「共 和 主 義 」 の な か に は本 質 的 に 「他 者/外

部 」 を否 定 す る論 理 が 内 在 して お り、 ゆ え に ア メ リカ に誕 生 した 共 和 政 は 、 常 にそ の 当初 よ り

帝 国 へ と反 転 す る 可 能 性 を帯 び て い た とい う。 なぜ な ら、 「共 和 主 義 」 の 主 要 構成 要 素 に は 「自

治 の 理 念 」 が 含 まれ て い るが 、 しか しそ れ は 自治 を行 な う 「私 た ち 」 の 存 在 の み を射 程 に 置 く、

そ の 意 味 で は排 他 的 な理 念 に他 な ら ない か らで あ った 。 した が って 「共和 主 義 」 には 、 「私 た ち 」

以 外 の 者 を排 除 す る か 、 「他 者 」 を 「私 た ち」 の 内部 に 強 引 に 包 摂 しよ う とす る暴 力性 や 拡 張 性

が 常 に潜 在 的 に含 み 込 ま れ る こ と に な る 。 要 す る に 、 ア メ リ カ の 帝 国 化 は 「共和 主 義 」 の そ う

し た一 般 的 特 質 を 原 因 に して い た 、 と い うの で あ り、 ゆ え に こ の 議 論 は あ らゆ る共 和 政 国 家 に

も適 用 可 能 な もの と考 え て い い こ とに な ろ う。 実 際 、 山 下 も渡 辺 も と もに 、 そ う した 因 果 関 係

の 根 拠 と して 古 代 ロ ー マ の 共 和 政 が 帝 国化 して い っ た 事 実 に言 及 して お り、 そ の テ ー ゼ が け っ

Randolph,May30,1790",inJefferson1999:261を 見 よ。
6ジ ェ フ ァ ソ ン とハ ミル ト ン と を対 比 して 論 じた 著 作 は 少 な くな い が

、 最 近 の もの と して 、 た と え ば

Federici2012:214-237な ど を参 照 の こ と。 な お 「連 邦 派 」 や 「ハ ミル トン主 義 者 」 を 「イギ リ ス狂 」

や君 主 政 支 持 者 な ど と呼 んで 批 判 して い る ジ ェ フ ァ ソ ンの 書 簡 に 、 た と え ば"ToJohnMelish,Jan.13,

1813",inJefferson1984:1268-1269が あ る。
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してアメリカの場合のみに留 まるものではなかったことを主張している(山 下2010:231-235;渡

辺2010:180-182)。

しか しながら、歴史的に見れば帝国化 しなかった共和政国家の事例 も、スパルタやスイスを

その代表としてかな りの数にのぼる。しかも、ナショナリズム研究の泰斗であるアンソニー・D・

ス ミスがつとに指摘 してきたように、神話や伝統、土着的な言語や文化 といったものをベース

に他集団から自集団を区別せんとする契機は、近代以前を含めて人類史上常に存在 してきた(ス

ミス1998)。 そうしたことが他集団に対する排除や包摂への関心、ひいては自集団の統治する領

地を拡張せんとする欲望を生み出 してきただろうことは、想像に難 くない。 とすれば、アメリ

カの場合でも帝国化の原因を山下らの言う 「共和主義」にではなく、そうした意味での 「ナショ

ナリズム」に求めることも十分に可能だと言えよう。もちろん、彼 らとて帝国化が 「共和主義」

から常に もたらされると主張 しているわけではない し、 またそれのみが帝国化の原因になる、

と論 じているわけでもない。 とは言え、建国期のアメリカが共和政であったことを後の帝国化

への説明因子として挙げる彼 らの議論は、抽象的な論理の上ではその正 しさを否定で きないに

しても、特殊具体的な歴史的事象の説明としては、やや単純過ぎるきらいがある。

よって以上のような昨今の研究動向を考慮 した場合、共和政 と帝国化との因果関係を全面的

に取 り扱 うことは本稿ではもとより不可能であるが、しか しジェファソンの 「自由の帝国」に

対する熱狂ぶ りが彼の追求 した共和政に思想的にどれだけ起因していたのかについては、その

因果関係を今後明らかにするためにも、その取 り掛か りとして十分に検討 してお く必要がある。

しか も、先に指摘 したように、当時の知的コンテクス トのなかでは、共和政の擁護者であるこ

とと帝国化の追求 とはお互い矛盾する可能性 を強 くはらんでいた。 したがって政治思想史的に

見て も、ジェファソンのなかで共和政を断固として擁護する立場がいかにして 「帝国主義的」

であることと同居 し得たのか、この点を明らかにすることは、すこぶる重要なテーマだと言え

る。ところが、管見の限りでは、こうした課題に部分的に答えているものは少なからずあって

も、それに正面から取 り組んだ論考はこれまでほとんど見られなかった。したがって本稿では、

限られた紙面の許す範囲のことではあるが、ジェファソン自身の発言を広 く検討することによっ

て、彼自身の思想のなかで共和政 と帝国化 とはどこまで因果を結ぶものであったかを明らかに

してい くことにしたい。

以下での議論は、次のような順番で進めてい く。まず次節に当たる第II節では、ジェファソン

の考える共和政の諸条件 を概観 し、同政体の対外的性格が彼によってどう理解 されていたのか

を明らかにする。この作業は、彼において共和政の擁護 という立場 と帝国化の追求 とが どう結

び付 けられていたのか を検討するための前提 として、欠かせないものだと言えよう。続 く第III

節では、ジェファソンがいかなる思想的根拠から 「自由の帝国」拡大を正当化 したのかに関し、

説明を試みることにしたい。その際、その各々の根拠が彼の求めた共和政のあ り方とどの程度

関連 していたのかについても、指摘 してい くことにする。そ して最後に、第IV節 において、本

稿の結論 を簡単に述べることによって、この小論 を閉じることにしたい。

II.ジ ェフ ァソンの共和政 とその対外 的性格

1.ジ ェ フ ァ ソ ン に お け る共 和 政 の 条 件

政 治 学 上 の 概 念 は ほ ぼ あ らゆ る場 合 に お い て 、 そ の 定 義 は著 し く論 争 的 で あ る。 共 和 政 とい

う概 念 も また け っ して そ の例 外 で は な く、 ジ ェ フ ァ ソ ン 自身 も 「共和 国therepublicと い う用 語
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はあ らゆる言語で曖昧な用いられ方をしています」 と述べて、それが実にアモルファスな概念

であることを指摘している7。しかし、彼の考えた共和政が どのような内実をもつ政体であったの

かは、彼がさまざまな場面で行なった演説や政治宣言、膨大な量にのぼる書簡などを拠 り所に、

さほどの困難 もなく浮き彫 りにすることができる。ジェファソンがその実現 を追求 した共和政

の諸条件は、以下の3点 にまとめることができよう。

第一に、共和政のなかで行なわれる統治は人民の多数派意思 を反映 した ものでな くてはなら

ず、その意味において、人民をベースにしたものでなくてはならない。そして、さらにそこでの

前提条件として、その人民 を構成 するすべての個人は権利のうえで平等、かつ自由な存在でなく

てはならないことが付け加わる(Helo2009:37-39)。 ジェフェソンはこの点に関して、以下のよ

うな言葉を使って表現 している。「共和主義の第一原理は、多数派支配というルールlexmajoris

partisこ そが、等 しい権利をもつ個人によって構成 されるあらゆる社会での根本法だ、という点

にあ ります。たった一票で も数の多い多数派によって表明された社会の意思を、あたかも全員
一致の意思と同じように神聖なもの と見なすことが … すべての重要な教えのなかでも第一

のものなのです」8。ゆえに、この条件が満たされず、ある特定の者(た ち)に 支配権が独占的に

委ねられてしまう場合は、それは共和政以外の政体ということになる。

ただここで留意すべ きは、ジェフェソンにおける自治の理念に基づいたこのような共和政体

は、人民の直接的政治参加を必ず しも必要 とせず、 日常的な政治は彼らの代表者によって行な

われても構わなかった点である。彼は、個々の人民が直接政治に参与する共和政のことを 「純

粋な共和政purerepublic」 ないし 「民主政democracy」 と呼んで、それが少数の人口と小規模な

領土 しかもたない政治社会でのみ可能なうえ、 しかも単独では長 く存続できない、 と見 なして

いた9。 もちろん、こうした共和政が小国でのみ可能だという議論は、モ ンテスキューの有名な定

式化以来(Montesquieu1951:371)、 当時アメリカ人の間でも広 く行なわれていたものである'o。

しか しこれに対 しては、特に憲法制定期において、人民の公正な選挙によって直接代議員たち

が選出されている限りは代表制も共和的、との反論が広範になされ11、それはジェフェソン自身

も受け入れていた意見であった12。ただ 「自然的な貴族naturalaristocracy」 統治を行なうに

充分な徳 と才能 とに恵まれた人びと を政府の諸官職に選出することにおいて人民以上に優

れた人びとはいない、とジェファソンは考 えてお り、その意味において、最終審級 としての人

民の意思に対する彼の支持は一貫していた、と言わねばなるまい'3。

ジェファソンが共和政の条件と見なした第二の要素は、特定の人物や団体に対 し過度の権力

が集中することを防ぐ、いわゆる分権の諸制度に求められる。「これまで太陽の下に存在 してき

たあ らゆる政府において、自由や人間の権利 を破壊 して きたものは何だったで しょうか。それ

'"ToJohnTaylor
,May28,1816",inJefferson,1984:1392.

"ToBaronvonHumboldt
,June13,1817",inJefferson,1999:221.

9"ToJohnTaylor
,May28,1816",inJefferson,1984:1392。 「純 粋 な 共和 政 」 を 「民 主 政」 と言 い換 え て い

る箇 所 は 、 た と え ば"ToIsaacH.Tiffany,August26,1816・,inJefferson,1ggg:218.
10共 和 政 は 小 国 に適 して い る とい うモ ンテ ス キ ュ ー の 権 威 あ る 議 論 は 当 時 、 ア メ リ カ の 中 央 集 権 化 に 反

対 した い わ ゆ る 「ア ン テ ィ ・フ ェ デ ラ リ ス ツ」 た ち に よ っ て しば しば引 用 され て い た(Onuf2000:54)。

そ の も っ と も著 名 な 事 例 が 、 「ア ン テ ィ ・フ ェ デ ラ リス ツ 」 の 代 表 的 存 在 と して ハ ミル トンや マ デ ィ

ソ ン ら 『ザ ・フ ェ デ ラ リ ス ト』 の執 筆 者 た ち に よ って 手 強 い論 争 相 手 と見 な され て い た 「ブ ル ー タ ス

Brutus(ロ バ ー ト ・イェ イッRobertYatesだ とい うの が今 日で の 通 説)」 の 議 論 で あ る 。 そ の 「ブ ル ー

タ ス」 が モ ンテ ス キ ュ ー の小 国論 に言 及 して い る箇 所 に つ い て は 、Hamilton,Madison,andJay2003:

443を 参 照 の こ と。
1'こ う した反 論 の代 表 的 な ものが

、 『ザ ・フェ デ ラ リス ト』 の 第9編 で ハ ミル トンが 、 ま た第10編 で マ デ ィ

ソ ンが 行 な っ た もの で あ る(Hamilton,MadisonandJay2003:36,44-45)。
"ToJohnTaylor

,May28,1816",inJefferson,1984:1392-1393.
]3"ToJohnAdams

,Oct.28,1813",inJefferson1984:1305-1306.
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は、すべての監督権限や権力をまとめ上げ、ひとつの団体に集中させたことだったのです」'4。よっ

て政府の諸機関や権力保持者を法の支配下 に置 き、その権限を分散させたうえで、それらを相

互監視 と均衡の状態 とに据えることが、ジェファソンの共和政においては不可欠な要素 となる。

彼はこのような分権制度に関して以下の二点を至る所で述べている。

ひとつは縦の分権化、すなわち統治権力を連邦・州・郡county・区wardと いったレベルに分割 し、

その各 レベルの政府に対 し、各々の統治領域のみに関わる事柄について独占的権限を与えるこ

とである。ジェファソンの議論においてこの点が注 目されるのは、連邦の権限は外交や州をま

た ぐ事柄などに限定 される一方で、もっとも小規模な区での統治こそがアメリカにおける共和

政存続 ・発展の要だ、と強調 されていることによる15。彼によれば、 この 「小さな共和国little

republics」のなかで人びとが 自分たちの身近な問題 教育や治安の維持、道路の補修など

に直接関与 し、公民 としての意識 を身に付けてい くことで、より大 きな規模での共和政 も強化

されてい く、というのであった'6。先にも述べた通 り、ジェファソンは大規模国家での代表制 も

共和政であ り得ると主張 していたが、 しかし根底のところで彼は、かつてギリシャのポリスに

見られた共和政体 をかなりの程度理想化 していたと言える(Sheldon1991:13)。 そ して、そのよ

うな小規模共和政社会が一定の独立性を保ちながら、ともに連合 したのが 「アメリカ」である、

と理解されているところに、彼の共和政観におけるひとつの特色があった。 これは、連邦中央

政府の設立という 「中央集権化」を進めた憲法を支持 したという意味において、彼もまた 「フェ

デラリスッ」であったにもかかわらず、そうだったのである。

2点 目は横のレベルでの分権制度であり、連邦レベルで言えばそれは、大統領 ・連邦議会 ・連

邦最高裁判所 に統治権力が分割 された、いわゆる三権分立制度が代表 しているものである。 し

か しこの種の分権に対する彼の関心は、特定の地位に同 じ人物が長期間留 まり続け、それが事

実上の終身権力 と化す危険性に、主として向けられていた。たとえばジェファソンは、1787年

に目を通 した憲法草案について大統領職の終身化禁止規定が欠如 していることに不満を述べ'7、

さらに最高裁判事を本人の自発的意志による以外で解雇できないことに、強い危惧 を表明して

いる18。彼においては 「権力は腐敗する」「絶対的な権力は絶対的に腐敗する」という有名な政治

上の格言が厳 しく認識 されていたと言え、 ここに、共和政下における強大な権力というものに

常 に警戒心 を怠 らなかったジェファソン思想の特徴 を垣間見ることができよう。

ジェフェソンが追求した共和政第三の条件 には、本政体 における構戒 員の核に独立自営農民

が据えられていた点 を指摘できる。彼は 『ヴァージニア覚書』において 「大地の上の耕作者た

ちこそもっとも徳性にあふれた独立の公民である」19などと述べて、こうした農民が徳高きアメ

リカ共和政の存続にとって不可欠であると主張 していた。それに対 し、大都市 に住む 「愚民た

ちmobs」 が行なう製造業manufacturingや 工芸handicraftは 、顧客への依存 ・追従や金銭つ くの

14"ToJosephG
.Gabel1,February2,1816",inJefferson1984:1380.こ の 主 張 に つ い て は そ の 他 に も 、 た と

え ば"NotesontheStateofVirginia",inJefferson1984:245-246な ど を 参 照 。

""ToMajorJohnCartwright
,June5,1824",inJefferson1984:1492-1493.

'6"ToJohnTyler
,May26,1810",inJefferson1984:1226-1227,and"ToJohnAdams,Oct.28,1813",in

Jefferson1984:1308.

17"Autobiography1743 -1790withtheDeclarationofIndependence"
,inJefferson1984:72,"ToJames

Madison,December20,1787",inJefferson1984:916-917,and"ToEdwardCarrington,May27,1788",in

Jefferson1999:364.し か し こ の 点 に つ い て は 後 に 初 代 大 統 領 ワ シ ン ト ンが 三 選 を 辞 退 し た こ と に よ り 、

「二 選 ま で 」と の ル ー ル が 慣 習 化 す る こ と に な っ た 。 ち な み に こ の 慣 習 は1944年 に フ ラ ン ク リ ン ・D・ロ ー

ズ ヴ ェ ル トが3回 目 の 大 統 領 選 に 立 候 補 ・当 選 し た こ と に よ っ て 破 ら れ た た め 、1951年 に 成 立 し た 憲

法 修 正 第22条 に よ っ て 、 以 後 は 法 的 に 三 選 以 上 を 禁 止 す る よ う に な っ て い る 。
is"ToJohnTaylor

,May28,1816",inJefferson1984:1393-1394.
1D"NotesontheStateofVirginia"

,inJefferson1984:301.
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行 為 を生 み 出 す 職 業 と して、 そ の 従 事 者 数 の 増 加 が 国 家 腐 敗 の 原 因 と な る 、 と考 え られ て い た

の で あ る20。 ジ ェ フ ァ ソ ンは また 、商 業commerceに 対 して もそ の背 後 に あ る富 へ の飽 くな き欲 望

が 人 び とか ら徳 性 を奪 って い く と見 な し、 しば し ば否 定 的 な言 辞 を発 して い た 。 「富 に対 す る私

た ち の貧 欲 さ、 そ して 法 外 な ま で の 支 出が 、 海 上 で 働 く公 民 た ち[商 人 た ち]の 心 を堕 落 させ

て き ま した し、 また 堕 落 させ て い くこ とで し ょ う。 これ らは 、 商 業 に固 有 の 悪 徳 なの で す 」2'。

周 知 の 通 り、 政 治 思 想 史 の 分 野 で はJ・G・A・ ポ ー コ ック が 『マ キ ャ ヴ ェ リア ン ・モ ー メ ン

トTheMachiavellianMoment』(1969)を 著 して 以 来 、 こ う した ジ ェ フ ァ ソ ンの態 度 に 着 目 して 、

彼 をマ キ ャ ヴ ェ リ(Niccol6Machiavelli1469-1527)な どの流 れ を汲 む古 典 的 共和 主 義者Classical

Republicanと 位 置付 け る こ とが繰 り返 し行 な わ れ て きた 。 こ う した議 論 に よれ ば 、共 和 主 義 者 の

思 想 に は私 的欲 望 の 蔓 延 が 引 き起 こす 公 共 精 神 ・祖 国 愛 の衰 退 に対 す る 激 しい 警 戒 感 が あ る が 、

この 点 にお い て 、 ジ ェ フ ァ ソ ンの 思 想 はそ う した 「伝 統 」 に合 致 す る、 とい うの で あ る(Pocock

1975:526-545;Banning1978;明 石1993:148-165)。 しか し、 こ の種 の主 張 に は そ の後 多 くの反 論

や 留 保 も寄 せ られ(Kramnick1982;Matthews1984;Sheldon1991;Appleby1992)、 今 日で は、ジ ェ

フ ァ ソ ン を単 に農 業 だ け を礼 賛 した 人 物 とす る見 方 は 退 け られ て い る。 事 実 、後 年 彼 は 『ヴ ァ ー

ジ ニ ア 覚 書 』 で の 農 民 に 関 す る記 述 が 彼 の 意 図 を 正 し く伝 え る もの で は なか っ た と弁 解 し22、

必 需 品 の 生 産 に携 わ る国 内製 造 業 の 発 展 に つ い て、 そ の 後 積 極 的 に 発 言 す る よ う に な っ て い っ

た23。 後 に触 れ る よ うに 、商 業 に つ い て も ジ ェ フ ァ ソ ンは そ れが まっ た く不 要 な ど と は考 え て お

らず 、 む しろ ア メ リカ で 産 出 さ れ る農 産 物 の 輸 出先 確 保 とい う 目的 に お い て 、 そ れ を ア メ リ カ

共和 政 の 維 持 と発 展 と に不 可 欠 な産 業 だ と見 な して い る(OnufandSadosky2002)。 要 す る に彼

に言 わせ れ ば、 「農 業 と製 造 業 と商 業 と をバ ラ ンス よ く保 つ こ とが 、 私 た ち の独 立 に と って 確 か

に重 要 な こ と なの で す 」24。 とは言 え 、製 造 業 や 商 業 の 発 展 は ジ ェ フ ァ ソ ン にお い て 、あ くまで ア

メ リ カで の 外 国 に対 す る経 済 依 存 度 の 低 減 を 目的 と して 、主 に容 認 さ れ た もので あ る。 したが っ

て 、 独 立 自営 農 民 を 中心 と した徳 高 き共 和 国 とい う理 想 を彼 が 放 棄 した わ け で は なか っ た こ と

は、 彼 の 共 和 政 観 の 特 色 と して 、 や は り銘 記 され て い て よい 。

以 上3つ の 条 件 に よ っ て、 ジ ェ フ ァソ ンの共 和 政 は特 徴 づ け られ て い る。 で は、 そ の よ う な条

件 下 に あ る 共 和 国 の対 外 的性 格 は 、 彼 に お い て い か な る もの と考 え ら れ て い た の だ ろ うか 。 次

は この 点 につ い て 、 検 討 を加 えて い くこ と に した い 。

2.ジ ェ フ ァ ソ ン は 「共 和 政 」 を平 和 的 と見 な してい た か

先 述 の よ う に、 ジ ェ フ ァ ソ ンに お け る共 和 政 第 一 の 条 件 は、 そ れ が 人 民 の 多 数 派 意 思 を反 映

す る政 体 だ とい う点 にあ っ た 。 と こ ろ で、 彼 の 時 代 に盛 ん で あ っ た 「平 和 的 な 共 和 政 」 とい う

パ ラ ダ イ ム は 、 実 の と こ ろ、 本 政 体 に見 られ る こ う した 特 性 に しば しば そ の根 拠 を見 出 して い

る。 そ の も っ と も典 型 的 な事 例 が 、共 和 政 を 「永 遠 平和 へ の 期 待 に沿 った 体 制 」だ と論 じた ドイ

ツの 哲 学 者 カ ン ト(ImmanuelKant1724-1804)の そ れ に他 な らな い。 カ ン トに よ れ ば、 戦 争 に

必 要 と され る兵 役 や経 済 的 負 担 、 戦 後 復 興 期 の 負 債 や重 荷 を背 負 い 込 む の は 一 般 の 人 び とで あ

り、 ゆ え に彼 らの 意 思 が 政 策 に 反 映 さ れ る 共和 政 で は 、 他 国 との 戦 争 を行 な うか ど うか の 判 断

も きわ め て 慎 重 に行 なわ れ るは ず で あ った(Kant1923:351-352)。 同様 の主 張 は、 ジ ェ フ ァ ソ ン

の 盟 友 で あ っ た マ デ ィ ソ ン の 議 論 、 さ らに は ア メ リカ独 立 に多 大 な る影 響 を与 え た トマ ス ・ぺ

201bid .:290-291.
Z"ToJohnAdams

,May17,1818",inJefferson1999:222.
22"ToJohnLithgow

,Jan.4,1805",inLipscombandBergh1903-4:11:55.
za"ToBenjaminAustin

,Jan.9,1816",inJefferson1984:1370-1372.
24"ToJamesJay

,April7,1809",inLipscombandBergh1903-4:12:270.
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イン(ThomasPainel737-1809)の 議論にも見られるものである。彼らもまた、世論や国民の利

益 を考慮するよう設計 された共和政体にあっては、専制権力の支配する政体 とは異なり、戦争

回避の力学が強 く働 くと考えていた(Madison1999:505-507;Paine2003:254-255)。

ではジェファソンに も、同種の主張が果た して存在 していたのだろうか。管見の限 りでは、

人民の意思や世論を反映するがゆえに共和政は平和的となる、 と直接論 じるような主張は、彼

の発言類には見当たらない。 しかし、専制権力の下では頻繁に反乱が起こってきたことを指摘

する一方、共和政アメリカでは 「秩序や穏やかさ、ほとんど自己統制selfextinguishmentと でも

いうべ きもの」が常態化 してきた、と彼が述べるとき、やは りジェファソンにも同種の理解が

あった様子がうかがえる25。そもそも彼においては、独立後のアメリカでは平和 を確保すべきで

あること、ヨーロッパ諸国間の戦争に巻 き込 まれないようにすることが頻繁に主張されていた。

たとえば彼は、ある書簡のなかでフランス革命後に欧州で起 きたいわゆる干渉戦争に言及 し、

「私たちは戦争[に 巻き込まれる]と いう懸念に心配を募 らせてお り、それが避けられることを

切 に望んでいます ・… 私自身は平和 を愛好する者であ り、戦争ではなく他の方法による権

利侵害対処法を彼 ら[ヨ ーロッパ]に 示す ことが、さらにひとつ有益な教訓 を、私たちは世界

に対 し与えることになると思います」と述べている26。しか もここで留意すべ きは、当時戦争に

明け暮れていたヨーロッパ諸国の多 くは共和政以外の政体であった、という事実に他ならない。

先の書簡でもジェファソンは、その欧州での戦争が 「侵略的な暴君たち」によって始められた

ものであることを示唆 しており27、ここには間接的な形ではあるものの、人民の意思を反映する

共和政の方は本来的に平和的だった、 という彼の見解が見え隠れしている。ジェファソンは第

一次大統領就任演説(1801年)に おいて共和政原理に沿った統治を強調 したが、そこでも彼は

「すべての諸国民との平和、通商、誠実な友情関係」の実現、という目標を掲げていた。これら

の点を考慮に入れるならば、ジェファソンが共和政を平和的、それ以外の政体は好戦的、と見

なしていたという印象は深まる、と言ってよい28。

とは言え、以上の ような印象的事象だけを根拠 にジェファソンもまた共和政 を本質的に平和

的だと考えていたとの結論を下すことは、やは り早計に過ぎるだろう。彼の共和政には人民の

意思が反映するという条件と並んで、分権性 と独立自営農民重視 という条件 も含まれていたの

であ り、ゆえにこうした諸条件からも、彼が共和政の対外的性格をどう考えていたのか確認 し

てお く必要がある。

ジェファソンが統治権力に関する 「縦」の分散化を主張 し、 とりわけ区レベルでの 「小 さな

共和 国」 を重視 していたことは、先に指摘 した通 りである。ところで、共和政 を平和的な政体

と位置付けたモ ンテスキューの場合は、この政体が原理的に小国でなければならない点に、お

そらくその平和的性格の根拠 ゆえに膨張志向の政策は採れない が求められていた29。が、

先述の通 り、共和 国をもっぱら小国だけに限定 しなかったのが、ジェファソンの立場である。

ゆえに、彼において共和政の対外的性格 と分権制との間に何 らかの関連性が見出されていたと

25"ToJamesMadison
,December20,1787",inJefferson1984:918.

26"ToTenchCoxe
,May1,1794",inJefferson1984:1014.

271bid .な お ジ ェ フ ァソ ンは 、 「フ ラ ンス に加 え られ た権 利 侵 害 の こ とは 強 く感 じる け れ ど も、戦 争 は[ア

メ リ カが]そ れ を償 う に確 実 な方 法 で は な い 」 と も述 べ 、 「私 た ち に とっ て は 、 平 和 を維 持 す る と い う

使 命 こそ が 平 和 的 か つ 名 誉 あ る決 着 と報 復 と を手 に入 れ る こ と だ、と信 じて い ます 」 と も指 摘 して い る 。
"ToElbridgeGerry

,January26,1999",inJefferson1984:1057.
28"FirstInauguralAddress

,March4,1801",inJefferson1984:494.
29こ の よ うに 、 モ ン テ ス キ ュ ー が 共 和 政 国 家 を平 和 的 と見 な した そ の 理 由 を そ れ が 本 性 上 小 国 で あ る と

い う彼 の 定 式 に結 び付 け て説 明 して い る もの に 、 安 武2004:115-116が あ る。 た だ しモ ン テ ス キ ュ ー 自

身 は この 点 を明 示 的 に論 じて はい ない 。
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すれば、それは政体の規模に関してではな く、過度の権力集中に対する彼の警戒心、 とりわけ

軍事権力の強大化に対する警戒心から生 じていたと言えよう。事実、常備軍standingarmyと い

う強大権力に対する警戒心が、ジェファソンをして、共和政を平和的な政体 と位置付けさせて

いた可能性がある。

ジェファソンによると、常備軍は常に政治の支配者たちによって用い られる抑圧の手段であ

り、彼らに大規模なそれを委ねてお くことは危険きわまりないことであった。「国民の諸権利に

とって、実に危険な道具があります。その道具 は、諸権利 を完全に統治者たちの慈悲に委ねて

しまうことになるため … 彼 らがそれをもち続けることは、はっきりと規定されたケースを

例外として、制限する必要があるのです。その道具とは、常備軍のことに他なりません」30。ゆえ

に、少なくとも平和が保たれている時期は、ジェファソンによれば、常備軍をもたないことが

肝要であった。その際の防衛は、アメリカの地理的利点 戦乱のヨーロッパとは大西洋によっ

て隔てられている を生かし、海岸線や港 を防御 し得る程度の海軍をもつ以外には、基本的

に民兵militiaに頼るべ きだという31。民兵制度は軍事力を公民のひとりひとりに委ねるという意味

で権力の分散化にきわめて合致 した制度であ り、その点で、ジェファソンにとってそれは権力

集中型の常備軍に比して、共和政にふさわしい軍事制度であったろう。

しかしそもそも民兵制度は、マキャヴェリ以来の 「共和主義者」たちによって、共和政体の要

のひとつに数え上げられてきた要素である。彼らによれば、共和国はそれを構成する公民たちの

公共精神 公共善commongoodの 実現に奉仕 しようという自己犠牲の精神ないし徳virtue

によって支えられなければならないが、その精神を育成するためにも、自分たちの共和国は自ら

の手で守る、といった制度が必要なのであった(佐 伯2008:138-154)。 とすれば、「共和派」のジェ

ファソンにおいてこうした民兵制度に好意的な姿勢が見られたとして も、それはけっして不思

議なこととは言えまい。ただ、ここで留意すべ きは、彼以前の 「共和主義者」たちはその多 くが

この民兵制度を共和国の 「偉大さ」実現のカギ、と理解 していたことである。ここでの 「偉大 さ」

とは、共和国が周囲に侵攻 し領土を拡大 してい くこと、最終的にはローマのような帝国へと脱

皮 してい くことを意味 している。彼 らの見方によれば、そうした帝国化の実現は 「祖国」のた

めには命の放棄 もいとわない、そんな民兵たちがいてこそ可能なことなのであった。いわゆる

傭兵たちは、金銭で雇われるに過 ぎない本質的に不忠な存在であり、したがって祖国の 「偉大 さ」

のために殉ずる精神は彼 らには期待できない。周知の通 り、こうした主張を展開 した典型的な

例がマキャヴェリであるが、ジェイムズ ・ハリントン(JamesHarrington1611-1677)な どの流

れを汲む17世 紀以降の 「共和主義者」たちにおいても、こうした主張は引 き継がれていった(厚

見2007:415-424;淺 沼2001:233-243)。 ところが、思想的にはそうした人びとの 「伝統」を引 き

継いでいたとされるジェファソンの場合は、彼が民兵制度を称揚する際においても、それが 「偉

大さ」実現の方途 として言及 されている様子は見 られない。彼は民兵についてもっぱら平和時

の防衛軍として言及するだけであ り32、しかもジェファソンが軍隊としての優秀 さの点で民兵軍

に期待 していたか どうかは、かなり疑わしい点がある(Konig2008)。 あ くまでその制度は、共

和国における人びとの徳性強化 ・育成の手段 とい う 「平和的」なものとして考えられていたよ

うであ り、帝国化の手段としては見なされていなかった、と言えそうである。

それでは、ジェファソンにおける共和政3つ 目の条件、すなわち独立自営農民こそが構成員の

30"ToDavidHumphreys
,March18,1789",inJefferson1999:113.

"ToElbridgeGerry
,January26,1999",inJefferson1984:1056-1057.

32"FirstInaugura1Address
,March4,1801",inJefferson1984:495.こ こ で ジ ェ フ ァ ソ ン は 民 兵 の こ と を 「平

和 時 に お い て 私 た ち の も っ と も頼 り に な る も の 、 戦 争 初 期 に 正 規 軍 が 彼 ら を そ の 義 務 か ら解 放 す る ま

で の た め の も の 」 と 評 し て い る 。
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核 で あ るべ きだ とい う条 件 は、 彼 の 理 解 に お い て 本 政 体 の 対 外 的性 格 にい か な る 意 味 を もっ て

い た の だ ろ うか 。 実 は この 点 に つ い て も、 ジ ェ フ ァ ソ ンの 議 論 は、 当 時 の 支 配 的 理 解 と は合 致

しな い 要 素 をは らん で い た 。 とい うの は 、 モ ンテ ス キ ュ ー や ア ダム ・ス ミス(AdamSmith1723-

1790)と い っ た 同 時代 の論 者 た ち に よれ ば、商 業commerceこ そ が 文 明 化 と相 互依 存 の拡 大 を通 じ、

人 び との 間 に平 和 を作 り出 す は ず の もの だ っ た か らで あ る(Montesquieul951:585;Smithl976:

493)。 とこ ろ が 実 は、 そ の 商 業 が 国家 を戦 争 へ と巻 き込 んで い く危 険 性 の あ る こ と を 強 く認 識

して い た の が 、 む しろ ジ ェ フ ァ ソ ンの 立 場 で あ っ た 。 た と え ば彼 は 、商 業 国 イ ギ リス につ い て、

そ の 「金 銭 欲 が この 地球 を人 間 の血 で染 め上 げ る こ とに2ペ ンス の価 値 が あ る と され た場 所 で は 、

い ず れ の 土 地 に お い て も」 野 蛮 な 戦 争 を遂行 して きた 、と指摘 して い る33。 ゆ え に ア メ リカ で は 、

製 造 業 と並 ん で商 業 は あ る 程 度 の 範 囲 に 限定 して お か な け れ ば 、 「外 国 人 た ち に対 す る 私 た ちの

依 存 度 を増 す こ とに な り、戦 争 に も陥 りや す くな るで し ょう」34。 つ ま りジ ェ フ ァ ソ ンは 、商 業 に

よ り他 国 特 に ヨー ロ ッパ 諸 国 との 関係 が 密 に な れ ば な る ほ ど ア メ リカ の 平 和 は 脅 か さ

れ る、 と考 えて い た の で あ る35。 とす れ ば 、 む しろ 農 業 を基 盤 に成 り立 つ 共 和 政 こそ が ア メ リ カ

を平 和 志 向 に させ る 、 と彼 が 見 な した可 能性 は 、 そ の裏 返 しの帰 結 と して否 定 で きな い 。

以 上 の よ う に 見 て くる と、 モ ンテ ス キ ュ ー な ど と 同 様 に た だ し異 な る根 拠 に基 づ い て

ジ ェ フ ァ ソ ンは 共和 政 を本 質 的 に平 和 的 な もの と考 え て い た可 能性 が 高 い 。彼 も「自衛 戦 争 」

は 容 認 して い た し、 ア メ リ カ独 立 戦 争 の 正 当性 を否 定 す る こ と も しな か っ た が 、 しか しそ の 発

言 は全 般 的 に 見 て、 共 和 政 に平 和 へ の 志 向性 を見 出す 傾 向 性 が 高 か った 、 と言 え る だ ろ う。 ゆ

え に、 あ る 評 者 の 言 を借 りれ ば、 彼 は マ デ ィ ソ ン と並 ん で 「当 時 の よ り平 和 的 で あ っ た政 治 家

た ち」 の ひ と り、 とい う こ とに な る の で あ る(Wilson2002:45)。

しか し、 だ とす れ ば 、 そ の ジ ェ フ ァ ソ ンが 領 土 膨 張 主 義 的 性 格 を 有 す る ア メ リ カ の 「自由 の

帝 国 」 推 進 者 で あ っ た こ と は 、 ま す ます 奇 妙 に映 る。 と き に戦 争 を も容 認 した この 姿 勢 は 、 彼

本 来 の 共 和 政 理 解 と矛 盾 す る こ と は な か っ た の だ ろ うか 。 そ こ で 、 この 問 題 を念 頭 に置 きつ つ

次 節 に お い て 検 討 す る の が 、 帝 国化 を正 当化 す る ジ ェ フ ァ ソ ン の 思 想 的 根 拠 、並 び に彼 が 追 求

した 共和 政 と そ れ との 関 連 性 とい う課 題 で あ る 。 た だ そ の 前 に まず 、彼 が い か に 「自 由の 帝 国」

の膨 張 に積 極 的 で あ っ た か に つ い て 、 手 短 に確 認 して お く こ とに した い 。

III.「 向由の帝 国」 の背 景 に あ るもの

か否 か

共和政体であることと関連す るの

1.「 膨 張 」 へ の 関心

政 治 家 ジ ェ フ ァ ソ ンの 軌 跡 を 辿 っ て い く と、 そ の キ ャ リ ア は多 くの 点 で、 ア メ リ カ建 国 期 の

領 土 拡 張 と密 接 に 関 わ って い た こ とが わ か る 。 彼 が そ こ で 果 た した役 割 はか な り重 要 と も言 え

る もの で あ り、 しか もそ の 「自 由 の 帝 国 」 拡 張 の 手 段 と して 、 彼 は と き に戦 争 す ら容 認 す る こ

とが あ っ た。 紀 平 英 作 は そ の よ う な ジ ェ フ ァ ソ ンの こ と を、 以 下 の よ うな 言 葉 で 表 現 して い る。

「彼 は … 『自 由 の 帝 国』 合 衆 国が 内 陸 部 に最 大 限 の 領 土 膨 張 す る こ と を期 待 した 点 で 建 国 指

導者 全 体 をみ て も、最 も攻 撃 的 で あ っ た 」(2008:28)。

ジ ェ フ ァ ソ ンが 生 ま れ 育 った ヴ ァー ジ ニ ア州 ピー ドモ ン ト地 方 は 、18世 紀 半 ば(ジ ェ フ ァ ソ

3"ToAlexandervonHumboldt
,December6,1814",inJefferson1984:1313.

,34"ToJamesJay
,April7,1809",inLipscombandBergh1903-4:12:270.

3i"ToG .K.vanHogendorf,Oct.13,1785",inJefferson1984:836.
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ンの 誕 生 年 は1743年)に は ま だ 「フ ロ ンテ ィ ア」 の 最 前 線 に程 近 く、 西 部 開拓 へ の情 熱 が 旺 盛

な地 域 に位 置 して い た 。 ゆ え に 、 ジ ェ フ ァ ソ ンが 生 涯 ア メ リ カ領 土 の 拡 大 に 関 心 を抱 い た そ の

理 由 を、 この 生 い 立 ちの なか に求 め る者 もい る(た と え ば、 松 本1970:30)。 そ の 真 偽 の ほ ど は

と もか く、 彼 が 独 立 戦 争 終 結 前 に は既 に そ の ま な ざ しを西 部 へ の領 土 拡 張 に向 け て い た こ とは 、

紛 れ も ない 事 実 で あ った 。1780年12月 、 オ ハ イオ 川 以北 ・五 大 湖 以 南 の支 配 権 を め ぐ りケ ン タ ッ

キ ー で 英 軍 な ど と 交 戦 中 の 米 軍 指 揮 官 宛 て 書 簡 にお い て 、 ジ ェ フ ァ ソ ン は例 の 「自 由 の 帝 国 」

とい う言 葉 を初 め て 使 用 し、 そ う した姿 勢 を顕 わ に して い る。 「一 部 の 大 国 に よ り考 え られ て い

る条 件 に お い て 平 和 が 訪 れ た 暁 に は、 私 た ち は、 イ ギ リス 領 カ ナ ダの 危 険 な 拡 大 に対 す る ア メ

リ カ連 合 の 防 壁 を手 に入 れ る こ とで し ょ う。 そ して そ れ は ま た 同 時 に、 危 険 な 敵 を価 値 あ る友

に変 え る広 大 で 肥 沃 な土 地 を 自由 の 帝 国 に加 え る こ と に も な るで し ょ う」36。そ の後 ア メ リ カ は独

立 戦 争 に勝 利 し、 パ リ条 約(1783年)に お い て 、 フ ロ リ ダ を除 く ミシ シ ッ ピー 川 以 東 の 土 地 を

す べ て獲 得 す る こ と に な る。 が 、 ア パ ラチ ア 山 脈 以 西 に お け る所 有権 や 統 治権 は、 そ の 時 点 で

は ま だ 未確 定 で あ り、 そ こ で ジ ェ フ ァ ソ ンは 今 度 は 自身 を委 員 長 とす る会 議 にお い て 「西 部 領

土 の 政 府 に関 す る報 告 書ReportonGovernmentforWesternTerritory」 の作 成 に携 わ っ た の で あ っ

た 。 こ の 「報 告 書 」 で は 、植 民 者 た ち に対 す る 入 植 初 期 か らの 自治 権 付 与 、 一 定 の 人 口 数 に達

した 場 合 の 共和 政 体 に よ る邦(少 ト1)政 府 の樹 立 、 さ ら に は独 立13州 と対 等 な条 件 で の 連 邦 加 盟

とい った 事 柄 が 提 案 さ れ て い る37。 そ れ は 結 局 の とこ ろ、 あ る種 の暫 定 的 な もの に留 ま っ た もの

の 、 今 後 の ア メ リカ膨 張 を前 提 に しつ つ 、 そ の編 入 方 式 に 関す る青 写 真 を示 した もの で あ っ た 。

した が って 翌1785年 に 制 定 され た 土 地 の 測 量 法 や 分 配 方 法 を規 定 して い る 「公 有 地 法 」と並 ん で 、

ア メ リ カ西 部 開 拓 に関 す る基 本 枠 組 み とな っ た 「北 西 部 領 地法 」(1787年)に 対 し、 そ の 土 台 と

な る発 想 をそ の 「報 告 書 」 は 提 供 した の で あ る(肥 後 本2010:7-9)38。

1780年 代 に は ミシ シ ッ ピ ー川 以西 に 探 検 隊 を派 遣 し、 そ の 調 査 を行 な う こ とに も、 ジ ェ フ ァ

ソ ン は 強 い 関 心 を示 す よ う に な って い た。 彼 が 当 時 白 羽 の 矢 を 立 て た の が ジ ョ ン ・レ ドヤ ー ド

(JohnLedyardl751-1789)と い う ク ッ ク船 長 の 航 海 に も参 加 した ア メ リ カ人 探 検 家 で あ り、ジ ェ

フ ァ ソ ンは そ の 彼 に 二 回 ほ ど、 結 局 は失 敗 に 終 わ っ た北 米 大 陸 横 断 ル ー トの探 査 を依 頼 して い

る(Peterson1970:339-340)。 彼 の こ う した西 部 へ の 関心 は そ の後 も続 き、大 統 領 任 期 中 の1803

年 に は先 住 民 と の交 易 確 立 を 主 た る名 目 と して 、 連 邦 議 会 に探 検 隊 派 遣 に 関 す る資 金 の拠 出 提

案 を行 な って い る。 これ が 実 は 、 メ リ ウ ェザ ー ・ル イス(MeriwetherLewis1774-1809)と ウ ィ

リ アム ・ク ラー ク(WilliamClark1770-1838)に よ る、 ア メ リカ人 初 の大 陸 横 断 と して結 実 した

もの に他 な ら な い。 この 探 検 隊 の 成 功 は 当 時 ほ と ん ど未 知 で あ っ た 大 陸 西 半 分 に関 す る さ ま ざ

ま な情 報 を ア メ リカ 人 に もた ら し、 と 同 時 に、 ま だ帰 属 の 確 定 して い な か っ た オ レ ゴ ン地 方 の

取 得 につ い て も、 そ の 先 鞭 をつ け た の で あ った(岡 田2004:184)。

と こ ろ で こ う した ル イ ス=ク ラー ク の派 遣 をジ ェ フ ァソ ン に決 断 させ た もの が 、1803年 にお

け る フ ラ ンス か らの ル イ ジ ア ナ購 入 に他 な ら な い。 実 は 後 述 の よ う に、 こ の購…入 は ジ ェ フ ァ ソ

ン ら ア メ リ カ側 の努 力 の 成 果 とい う よ り、 む し ろ ナ ポ レオ ン治 下 に あ っ た フ ラ ンス 側 の事 情 に

よ って 実 現 した 出来 事 で あ っ た。 しか し、 いず れ に して も合 衆 国 領 土 をほ ぼ2倍 に した この 事 件

が 、 ジ ェ フ ァソ ンに とっ て 喜 ば し き僥 倖 と受 け 取 られ た こ とは ほ ぼ 間 違 い が ない 。 とい うの も、

36"ToGeorgeRogersClark
,Dec.25,1780",inBoyd1951:4:237-238.

3了"ReportonGovernmentforWesternTerritory"
,inJeffersonl984:376-378.

38し か し 「北 西 部 領 地 法 」 は、 ジ ェ フ ァ ソ ンの 原 案 と比 べ た場 合 、 自治 政 府 の樹 立 に 関 して 連 邦 政 府 の

イ ニ シ ア テ ィ ブ を か な り認 め る も の に な っ て い た 。 ジ ェ フ ァ ソ ン案 に あ っ た 奴 隷 制 禁 止 条 項 も ま た 、

地 域 的 に 限定 さ れ る形 で適 用 さ れ てい た。 こ の点 につ い て は、 肥 後 本(2010:7-9)を 参 照 の こ と。
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そ の 購 入 が 憲 法 上 連 邦 政 府 に認 め られ た権 限 を逸 脱 して い る、 との 反 対 が 間 もな く持 ち上 が っ

た もの の 、 そ れ まで そ の種 の 権 限 拡 大 に きわ め て 批 判 的 だ っ た ジ ェ フ ァ ソ ンは 、 ル イ ジ ア ナ の

獲 得 が 「今 回 を除 い て は お そ ら く二 度 とあ り得 な い素 晴 ら し きこ と」 で あ り、 しか も 「こ の 国

の利 益 を大 き く増 進 させ る ま た とな い 出 来 事 」 だ と して39、 そ の購 入 権 限 を容 認 して し ま って い

るか らで あ る(明 石1993:363-370)。 そ の 後 も彼 は、 フ ラ ンス の 協 力 を得 なが ら西 フ ロ リ ダ、 さ

ら に は フ ロ リ ダ全 土 を ス ペ イ ンか ら獲 得 す る こ とに腐 心 し、1805年12月 の大 統 領 演 説 で は 、 そ

の た め にほ とん どス ペ イ ン に対 す る宣 戦 布 告 を行 な う直 前 に まで 至 っ て い た(Wood2009:374-

376)40。 大 統 領 退 任 後 も、た とえ ば1812年 戦 争 の 開戦 につ い て 、彼 はあ る友 人 に宛 て て 次 の よ う

な 言 葉 を残 して い る 。 「私 た ち の戦 争 が 成 功 裏 に進 む こ とに よ って 、 そ して我 々 の連 合 に カナ ダ

が 加 わ る こ と に よ っ て 、 私 は あ な た の 気 持 ち が 喜 び に 満 た さ れ る こ と を望 ん で い ます 。 私 た ち

の 政 府 を破 壊 し よ う とす る イ ギ リ ス の悪 名 高 い 陰 謀 は … カ ナ ダの 割 譲 が … 平 和 条 約 の

必須 条件 に な らな け れ ば な らな い こ と を明 らか に して くれ る で し ょ う」4'。

ジ ェ フ ァ ソ ン は ア メ リ カ とい う 「自 由 の 帝 国 」 が 拡 大 し続 け て い くこ と を常 に志 向 し、 そ の

機 会 が 訪 れ た 時 に は躊 躇 す る こ とな く、 そ の推 進 へ と舵 を切 っ た の で あ る 。

2.「 自由の帝国」の背景にあるもの 共和政体であることと関連するのか否か

ではジェファソンが新生アメリカの領土拡大にそのように熱心であった背景 には、いったい

いかなる思想的な動因が働いていたのであろうか。彼の記述や発言から顕わになってくるのは、

以下に挙げるような3つ の関心や理念である。そのそれぞれは相互に関連しつつ、しか し別個の

思想的淵源をもつ ものとして、彼の 「自由の帝国」拡大を正当化 している。ただ、共和政との

関連という本稿の関心事に即 して言うなら、その3つ はともに、ジェファソンの追求 した共和政

体のあ り方と直接的な因果関係にあったとは言えない。

(1)ア メリカにおける安全保障上の関心

第一のものは、誕生 したばか りのアメリカを取 り巻 く国際政治状況がこの新興国の独立維持

や存続にとって きわめて危険なものであった、という点に関わる。今 日でこそ世界随一の超大

国としてグローバルに覇権を振るっているアメリカであるが、独立直後においてはイギリスと

の戦いに勝利 したとは言え、まだ単なる弱小国のひとつに過ぎなかった(齋藤1975:38,40)。 ジェ

ファソン自身も1784年 、パ リで行なわれた友好・通商に関する条約交渉の場において、多 くのヨー

ロッパ諸国によるアメリカへの無関心に直面 している。「彼 らは実際のところ、母国の軌 を捨て

去 ることに成功 した反乱者 として以外に、私たちのことなどほとんど知 らないようだった」42。し

かも、大西洋によって本国から隔てられているとは言え、イギリスやフランス、スペインといっ

た勢力は依然としてアメリカの周囲に植民地や通商上の拠点をもち続けていた。これは地政学

的に見てきわめて不安定かつ危険な状態であ り、 しかもそうした諸国は しばしばアメリカ先住

民部族 と連携 して、西部へのアメリカ人入植者たちと軋礫 を引き起 こしていた(肥 後本2010:8)。

ゆえに、ジェファソンを含む 「建国の父祖」たちにとっては、この状況を打破 し自国への脅威を

取 り除 くことが、合衆国初期における大 きな関心事 となる。国際関係では 「弱 さこそが侮辱や

.3y"ToJohnC .Breckinridge,Aug.12,1803",inJefferson1984:1138-1139.

40結 局 フ ロ リ ダ が ア メ リ カ の 領 土 と な る の は
、 ジ ェ イ ム ズ ・モ ン ロ ー(JamesMonroe1758-1831)第5代

大 統 領 政 権 下 に お け る1819年 の こ と で あ る 。
"ToGeneralThaddeusKosciusko

,June28,1812",inJefferson1984:1266-1267.
3z"Autobiography1743 -1790withtheDeclarationofIndependence"

,inJefferson1984:57.
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不 正 な扱 い を刺 激 す るの で あ り」43、ゆ え に ア メ リ カ もそ れ に対 し、何 らか の手 を打 つ 必 要 が あ っ

た わ け で あ る。

もち ろ ん 弱 小 国 ア メ リカ が こ う した 安 全 保 障 上 の 問 題 に対 処 して い くた め に は、 主 に ヨ ー

ロ ッパ を 舞 台 に展 開 され て い た 権 力 政 治 、 と りわ け そ の 戦 争 に 巻 き込 ま れ な い こ とが 、 ひ とつ

の 選 択 肢 で は あ っ た 。 実 際 、 先 述 の 通 り特 に ジ ェ フ ァソ ンの 場 合 、常 備 軍 を 巨 大 化 させ た くな

い とい う事 情 も手伝 って 、 そ う した 政 策 が 熱 心 に追 求 され て い た と言 って よい(齋 藤1992:384-

387)。 しか し、そ の 一 方 で 機 会 が 許 せ ば積 極 的 にそ の 領 土 を拡 大 させ 、 ヨ ー ロ ッパ 諸 大 国か らの

脅 威 を取 り除 こ う と して い た の も また ジ ェ フ ァ ソ ンそ の 人 で あ った(OnufandSadsky2002:204;

Wilson2002:115)。 彼 は南 北 ア メ リカ に広 大 な植 民 地 を有 して い るス ペ イ ンが 既 に弱 体 化 しつ つ

あ る と認 識 して お り、 した が っ て そ の 領 地 が ア メ リ カ 人 の 入 植 を 通 じて 徐 々 に 手 に入 る こ と に

期 待 をか け て い る44。 そ う した こ と も背 景 にあ って 、1790年 、 イ ギ リス とスペ イ ン との 間 にバ ン

ク ーバ ー 沖 の 島 を め ぐ っ て対 立 が 生 じ、 そ れ が 戦 争 へ と発 展 しそ う な状 態 に な っ た と き、 当 時

の ジ ェ フ ァ ソ ン 国務 長 官 は そ れ に 乗 じて、 フ ロ リ ダ と ミ シ シ ッ ピー 川 航 行 権 獲 得 を 目的 にス ペ

イ ン との 戦 争 を提 案 した の で あ った(Wood2009:367)。

ル イ ジ アナ購 入 も また 、実 は新 た に浮 上 した フ ラ ンスか らの脅 威 に対 抗 しよ う と して ジ ェ フ ァ

ソ ンが 動 い た こ とを 、 ひ とつ の 背 景 に して い た。1801年10月 、 サ ン=イ ル デ フ ォ ン ゾ秘 密 条 約

に よ る ス ペ イ ンか ら フ ラ ン スへ の ル イ ジ ア ナ 移 譲 が ア メ リ カ側 に 明 ら か に な る と、 当 時 の ジ ェ

フ ァ ソ ン政 権 は あ る種 の 恐 慌 状 態 に陥 る。 ス ペ イ ン とは 既 に折 り合 い の つ い て い た ア メ リ カ西

部 の 生 命 線 ・ミシ シ ッ ピー 川 の 航 行 権 な どが 、 新 た に ル イ ジ ア ナ を領 有 した フ ラ ンス に よ っ て

覆 さ れ る可 能性 が 発 生 した か らで あ る。 しか も、1799年 以 降 の フ ラ ンス は 既 に ナ ポ レオ ン に よ

る強 権 的 な 統 治 下 に あ り、 ジ ェ フ ァ ソ ンの 支 持 す る 共 和 国 とは程 遠 い状 態 に あ っ た。 彼 が 「偉

大 な る野 獣thegreatbeast」45と 呼 ん だ そ の 人物 に よ って統 治 され る軍事 強 国 が 、弱 小 スペ イ ン に

代 わ り、 直接 国 境 を接 す る ア メ リ カの 隣 国 に な っ て し ま っ た の で あ る。 こ の事 態 は ま さ に 「ア

メ リ カ に とっ て すべ て の 政 治 関 係 を完 全 に逆 転 させ 」 て しま う もの で あ り、 「フ ラ ンス と ア メ リ

カ とが 長 き友 人 で居 続 け る こ と を不 可 能 にす る 出 来 事 で あ りま した」46。 そ こで ジ ェ フ ァ ソ ン は

1803年3月 、 盟 友 モ ン ロ ー を特 別 大 使 と して フ ラ ンス に 派 遣 し、 ミ シ シ ッ ピー 川 の 航 行 権 を認

め させ る と と もに、 ナ ポ レ オ ンの圧 力 を利 用 して スペ イ ン に よ る ア メ リ カへ の ニ ュ ー オ ー リ ン

ズ ・フ ロ リ ダ割 譲 を 目論 ん だ の で あ る47。 結 果 か ら言 え ば、 当時 西 イ ン ド諸 島(ハ イチ)で の 黒

人 奴 隷 反 乱 に手 を焼 い て い た ナ ポ レオ ンは 、 今 ア メ リ カ と事 を構 え る こ と は得 策 で な い と考 え、

モ ン ロ ー との 交 渉 を前 に、 ル イ ジ ァ ナ 売 却 とい う ジ ェ フ ァ ソ ン も予 想 しな か っ た 提 案 をア メ リ

カ に提 示 した の で あ った(明 石1993:355-363)。 そ の受 諾 が ア メ リカ の西 部 拡 大 に大 き く寄 与 し

た こ とは 先 述 の 通 りだ が 、 しか しい ず れ に して も、 こ の フ ラ ンス との 危 機 に ジ ェ フ ァ ソ ンが フ

ロ リ ダ な どの 獲 得 とい う領 土 の 拡 大 で 対 処 し よ う と した こ とは、 ア メ リ カ の 安 全 確 保 とい う課

題 が い か に彼 の なか で 「自由 の 帝 国 」 拡 大 政 策 と結 び付 い て い た か を、示 して 余 りあ る(McCoy

1980:206-207)o

た だ ジ ェ フ ァ ソ ンか ら見 て最 大 の 脅 威 は ス ペ イ ンで も フ ラ ンス で も な く、 や は りイ ギ リス で

あ っ た。 独 立 を成 し遂 げ た 後 も、 イ ギ リ ス に対 す る ア メ リ カの 経 済 上 ・貿 易 上 の 依 存 度 は 著 し

43"ToJohnJay
,Aug.23,1785",inJefferson1984:819.

44"ToArchibaldStuart
,Jan.25,1786",inJefferson1984:844.

45"ToLafayette
,Feb.14,1815",inJefferson1984:1360.

4f'"TotheU
.S.MinistertoFrance(RobertR.Livingston),Apr.18,1802",inJefferson1984:1105.

4了"TotheSpecialEnvoytoFrance(JamesMonroe)
,Jan.13,1803",inJefferson1984:1111-1112.
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く高 く、 そ れ が しば しば ア メ リカ の 外 交 や 通 商 にお い て 、 摩 擦 や 制 約 の 原 因 とな っ て い た か ら

で あ る(Peterson1965:586)。 しか も、 ジ ェ フ ァ ソ ン ら 「共 和 派 」 か ら見 て1790年 代 に支 配 的

地 位 に あ っ た 「連 邦 派 」 の 経 済 政 策 は、 そ う した イ ギ リス へ の 依 存 度 を ます ます 高 め る 方 向 で

進 め られ て い た48。 そ もそ もジ ェ フ ァ ソ ンは ヨー ロ ッパ で イ ギ リス と対 立 して い た フ ラ ンス 、 特

に革 命 後 の 共 和 政 フ ラ ン ス に対 して 好 意 的 な人 物 で あ り、 そ れ もあ って 「ア メ リ カ大 陸 に お い

て イギ リス の プ レゼ ンス が さ ら に増 す こ とに は 、 ま っ た く我 慢 が で き なか っ た」 とい う(Wood

2009:366)。 先 に触 れ た1790年 に お け る英 西 問対 立 の場 合 で も、 ジ ェ フ ァ ソ ン は この 両 国 間 に発

生 す る戦 争 が イ ギ リス に よ る ス ペ イ ン領 の領 有 に繋 が る こ と を危 惧 し、 したが っ て そ れ を 防 ぐ

た め に、 イ ギ リス と再 度 戦 火 を交 え る こ とす ら提 案 して い た(Ibid.:367)。 そ の 意 味 で 、 後 に発

生 した1812年 戦 争 は 、 ジ ェ フ ァ ソ ンか らす る と、 「海 洋 の 永 久 支 配 」 と 「世 界 貿 易 の 独 占」 と を

目論 む イ ギ リス49の 影 響 力 を削 ぐた め に もア メ リカ に と っ て積 極 的 に利 用 す べ き機 会 で あ っ た。

この 戦 争 に よ りイ ギ リス 領 カ ナ ダ が ア メ リカ の も の に な る、 と の期 待 を彼 が 抱 い て い た こ とは

既 に指 摘 して お い た が 、 実 際 に こ の 戦 争 を遂 行 した 「共 和 派 」 の マ デ ィ ソ ン政 権 もや は り、 カ

ナ ダの領 有 を 目指 した の で あ る(OnufandSadosky2002:211)。

以 上 の よ う に、 ジ ェ フ ァ ソ ンの 「自由 の 帝 国 」 拡 張 に対 す る熱 情 に は まず 、 ア メ リ カ の独 立

を危 険 に 晒 す ヨ ー ロ ッパ 諸 大 国 の 影 響 力 排 除 とい う 関 心 が 少 な か らず 働 い て い た 。 そ れ は ジ ェ

フ ァ ソ ンの 国 際 関係 に 関 す る シ ビ ア な観 察 か ら生 じた もの で あ り、 こ こ に お い て 、 彼 の 共和 政

支 持 と い う立 場 が 影 響 して い た可 能 性 は低 い 。 た と え共 和 政 は本 質 的 に平 和 的 な もの だ と理 解

され て い た に せ よ、 ジ ェ フ ァ ソ ンに お い て も、 そ の 対 外 的 安 全 の確 保 は 常 に優 先 さ れ るべ き も

の だ と考 え られ て い た はず で あ る 。 ゆ え に、 この 思 想 的 淵 源 に 限 っ て 言 え ば、 彼 の 求 め た ア メ

リ カの 帝 国 化 は、 彼 の支 持 す る共 和 政 に直 接 起 因す る もの で は ま っ た くな か った 、 と言 わ ね ば

な る まい 。

(2)「 共 和 派 」 の 政 治 経 済 思 想

た だ ジ ェ フ ァ ソ ンの 帝 国 化 に対 す る熱 情 は 、 単 に そ う した 安 全 保 障 上 の 関心 か らの み生 じて

い た の で は な い 。 そ れ は また 、領 土 拡 大 が 将 来 にお け る ア メ リカ繁 栄 に不 可 欠 だ と見 る 「共 和 派 」

の 政 治経 済 思想 に も、起 因 す る もの で あ っ た 。 ドリュ ー ・マ ッ コ イが 指 摘 す る よ う に 「帝 国 が う

ま く機 能 して い くた め に は 西 部 へ の 拡 大 と商業 の 拡 大 が 不 可 欠 で あ り、 した が って 断 固 と した 、

と き に は強 圧 的 な外 交 政 策 が 、 しば しば共 和 国 の安 泰 の た め に は必 要 だ っ た の で あ る 」(McCoy

1980:204)。 この 点 こそ 、 ジ ェ フ ァ ソ ン を して領 土 の膨 張 に積 極 的 に取 り組 ませ た2つ 目の 思 想

的 淵 源 で あ った 。

ア メ リカ の 繁 栄 に は 領 土 の拡 張 が 欠 かせ ない 、 との 発 想 は、 ひ とつ に は急 増 す る移 民 人 口 へ

の対 処 とい う必 要 か ら生 じて い た 。1790年 の ア メ リカ 人 口 は393万 人 ほ どで 、400万 に も満 た な

い 程 度 で あ っ た が 、 ジ ェ フ ァ ソ ンの 大 統 領 就 任 直 前 の1800年 ま で の 間 に、 既 に そ れ は531万 人

に まで 増 加 して い た。1790年 か ら1850年 に至 る ま で の60年 間 に 限 っ て 言 え ば 、10年 毎 の 人 口

増 加 率 は そ れ ぞ れ32～36%に も達 して い た とい う(菅 野2004:243-244)。 これ は 、20世 紀 後 半

以 降 の 「人 口 爆 発 」 な ど思 い も よ ら ない 時代 の こ と と して は、 著 しい 人 口拡 大 の ペ ー ス だ った

と言 え よ う。 した が っ て 、 こ う した 急 速 に増 加 す る移 民 に 対 し充 分 な 居 住 地 ・開 墾 地 を供 給 す

るた め に も、 当 時 の 為 政 者 た ち は 、 ア メ リカ の 領 土 を拡 大 して い か な け れ ば な ら なか っ た の で

4H"ToJohnMelish
,Jan.13,1813",inJefferson1984:1269.

49"ToMadamedeStael
,May24,1813",inJefferson1984:1273.
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ある・・。

しかしジェファソンら 「共和派」の政治経済思想に照らしてみれば、領地の拡大は、単にそう

した人口動態上の変化か らのみ必要 とされたわけではなかった。彼らにとって、共和政存続の

条件はアメリカを農業中心の国に育て上げることであ り、 したがって増加する人口を農業 に吸

収 してい くためにも、常に彼らが所有 し開墾 していけるだけの土地を必要としていたのである。

前節でも指摘 したように、ジェファソン自身も共和国における主な構成 員が独立自営農民であ

ることを、その存続 と繁栄のために不可欠な条件だと考えていた。彼 をは じめとする 「共和派」

にとって、製造業や商業が生み出す道徳的腐敗こそが、共和政体 を崩壊させて しまう、 と映っ

たからである(田 中2012:557)。 しかし 「私たちの政府が基本的に農業を中心に支えられている

限 りは、何世紀 もの間、それは徳の高い状態を維持し続けてい くことでしょう」。その状態は、ジェ

ファソンによれば、たとえ人口増 という圧力が続 くにしても、「アメリカのいずれかの場所に未

開の土地がある限り」存続 してい くはずであった5'。ゆえに、将来において徳高き共和国を存続

させてい くためにも、アメリカでは、その領土の拡大が必須事項だったのである。

そ もそもジェファソンはアメリカへの移民急増 という事態については、強い警戒心 を抱いて

いた。ただそれも、たとえば人口増による社会不安の拡大などといった事情に基づくというより、

む しろ共和政体にふさわ しくない人びとが急激にアメリカへ と流入することを、彼が恐れたか

らである52。とすれば、否応なく増加する移民たちがジェファソンの毛嫌いした都市で道徳的に

腐敗するのを放置 してお くより、む しろその彼 らに耕作可能な土地を提供 して農業へ と誘導 し

てい くことが、ジェファソンにとっては好 ましい政策であった。「わずかな土地すら持たない者

がで きるだけ少なくなるよう、あらゆる方策を通 じて規定することに、今が早過 ぎるというこ

とはないで しょう。小規模でも土地を所有する者たちは、国家にとってもっとも大切な部分な

のですから」53。

しかしジェファソンら 「共和派」の奉 じた政治経済思想がアメリカの領土拡張を呼び込んだ理

由は、流入する移民たちを独立 自営農民へ と化す、 といった 目的だけに限られない。アメリカ

の膨張は、彼 ら農民たちが生産する農産物の輸出路 ・輸出先確保 という点においても、必要な

政策だったのである。これまで幾度か指摘 して きたように、新興の弱小国アメリカの独立を守

るという目的のため、ジェファソンは、 ヨーロッパにおける権力政治や戦乱からで きる限 り距

離を置こうとしていた。これは一見 したところ、ヨーロッパ との海外貿易削減、自力更生経済

の確立、 といった政策の採用を予感させるものである。 しか し実際には、彼は必需品の国内生

産については強 く望んでいたものの54、貿易を完全否定するような考えは抱いていなかった。な

ぜなら、ジェファソン的な観点からすると、徳の共和国をアメリカで維持・存続 させるためには、

独立自営農民たちを経済的に繁栄させることも、同時に欠かせなかったからである。ゆえに、特

に連邦政府の主導下において、アメリカ産農産物が確実に輸出販売できる販路や市場を獲得 して

い くことが、彼を含む 「共和派」の経済政策には必要となる(Onuf2000:71;OnufandSadosky

2002:131-133)。 この意味での商業化は農民たちの経済を潤 し、アメリカ農業の更なる発展に繋

がる、というわけであった。要するに、ジェファソンら 「共和派」は何も 「商業commerceに 反

対していたわけではなく、彼 らが恐れていたのは、醸 主義化commercialization」 に過 ぎなかっ

50"ThirdAnnualMessage
,Oct.17,1803",inJefferson1984:512.

"ToJamesMadison
,Dec.20,1787",inJefferson1984:918.

52"NotesontheStateofVirginia"
,inJefferson1984:210-212.

53"ToJamesMadison
,Oct.28,1785",inJefferson1984:842.

54"ToBenjaminAustin
,Jan.9,1816",inJefferson1984:1371-1372.
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た の で あ る(Banning1986:16)。

ジ ェ フ ァ ソ ンが ミシ シ ッ ピー川 の 航 行権 確 保 や 、 さ らに は大 西 洋 ・カ リ ブ海 地 域 へ の 玄 関 口 と

な る フ ロ リ ダ ・ニ ュ ー オ ー リ ンズ な ど メ キ シ コ湾 岸 地域 の 領 土 拡 張 に躍 起 に な っ た の も、 こ う

した 思想 的背 景 が あ っ た こ と を十分 に理 解 して お く必 要 が あ ろ う(McCoy1980:196-199)。 また

1812年 戦 争 にお い て 、 ア メ リ カが イ ギ リス か ら カ ナ ダ を 奪 お う と考 え た の も、 ア メ リカ の 大 西

洋貿 易 上常 に 障 害 とな っ て い た イ ギ リス の排 除 が 目的 で あ っ た(OnufandSadosky2002:211)。

ジ ェ フ ァ ソ ンは こ の 戦 争 で 「私 た ち は既 に ア ッパ ー ・カ ナ ダ を獲 得 して お り、季 節 が 許 せ ば 、

そ こ に ロー ワー ・カ ナ ダ を加 え る こ とに な る で し ょう。 最 終 的 に は、彼 ら[イ ギ リス の海 賊 た ち]

が 私 た ちの 大 陸 か ら完 全 に 取 り除 か れ る こ と を望 ん で い ます 」 と述 べ て い る。 が 、 この 発 言 は 、

フ ラ ン ス か らの ア メ リ カ向 け物 資 が 時 と して イ ギ リス に奪 わ れ る 事 態 に対 し、 ア メ リカ が 「仕

返 し」 しつ つ あ る、 と彼 が 述 べ た 後 に発 せ られ た もの で あ っ た55。 こ こ に は 、領 土 の 拡 張 が ジ ェ

フ ァ ソ ンに お い て い か に ア メ リカ の 商業 権 益 の確 保 とい う 目的 と結 び付 け られ て い た か が 、 は っ

き りと示 され て い る 。

この よ うに 、 ジ ェ フ ァ ソ ンが 共 和 政 で あ る こ との 一 条 件 に挙 げ た 本 政 体 の構成 員 を独 立 自営 農

民 中心 とす る と い う条 件 は、 か な り密 接 に彼 の 「自 由 の 帝 国 」 拡 大 へ の 要 因 に な っ て い た 、 と

言 え る。 こ の 点 にお い て 、 彼 の 共 和 政 が 帝 国化 とい う帰 結 を生 ん だ と見 なせ る 、 ひ とつ の相 関

関 係 を指 摘 で き る の か も しれ な い 。 しか し、 そ の 関 連 の仕 方 が 論 理 必 然 的 な もの で あ っ た か と

言 え ば、 そ こに は一 定 の 留 保 を つ け る必 要 が あ る。 とい うの も、 農 地 の確 保 とい う意 味 で の 領

土 拡 張 が 必 要 で あ っ た の は、 移 民 の 大 規 模 流 入 とい う か な り特 殊 な歴 史 的 事 情 が 与 っ て い た か

らだ 。この 事 情 が 欠 けて い れ ば、帝 国化 へ の圧 力 は か な り減 殺 され て い た可 能性 が 高 い 。した が っ

て そ の 意 味 で は、 こ の 点 にお け る 共 和 政 と帝 国 化 との 関 連 性 は、 基 本 的 に 間接 的 な もの に 留 ま

る と言 っ て よい 。 農業 共和 国 を理 想 とす る 「共 和 派 」の政 治 経 済思 想 が そ の必 然 的 な帰 結 と して 、

「自 由 の帝 国」 の拡 大 を招 き寄 せ た わ け で は必 ず し もなか っ た ので あ る。

(3)文 明の拡大 という道徳的使命感

当然ながら、アメリカの帝国化によって新たに手に入れられた土地では多 くの場所で、アメ

リカ先住民たちが既に以前から生活を営んでいた。ゆえに、その膨張は彼 らから伝来の生活圏

や生活スタイルを奪 うことに加え、ときに暴力に頼ってでも彼 ら先住民を排除することと、 も

ちろん同義であった。 しか しジェファソンにおいては、こうした行為も 「先住民たちの幸福の

ために、私たちが行なっている慈悲深 き計画」として、道徳的には十分正当化 され得るものと

して受け取 られている。「彼 らに農業や もっとも不可欠な技術の初歩を教え」、産業の促進を図っ

てやることによって、アメリカ先住民は 「適度な土地所有の下で自活 し、その数を増や してい

ける」との論理である56。ここには、先住民 もまた独立自営農民へ と変容 させることでアメリカ

共和国を維持 ・安定化させんとする、既に指摘 した 「共和派」政治経済思想の片鱗が うかがえる。

が、それと並んで、「自由の帝国」拡大に対する彼の熱情 を支えたもうひとつの思想的淵源 もまた、

ここに読み取ることができよう。すなわち、アメリカこそ文明の先端 を行 く「丘の上の町」であり、

55"ToMadamedeTesse
,Dec.8,1813",inJefferson1984:1316.な お 「ア ッパ ー ・カ ナ ダ」 と 「ロ ー ワ ー ・

カ ナ ダ」 は、 それ ぞ れ セ ン ト ・ロ ー レ ンス川 の上 流 域 と下 流 域 の北 部 に広 が っ て い た イ ギ リス の カ ナ ダ

領 を指 す 。 ま た こ こで の 「イギ リス の 海 賊 た ち」は 本 物 の 「海賊 た ち 」を意 味 して い た と も考 え られ るが 、

しか し1812年 戦 争 を発 生 させ る伏 線 に な っ た と言 わ れ る1807年 以 降 に頻 発 した イ ギ リ ス海 軍 に よ る ア

メ リ カ商 船 の 掌捕 や 強 制 徴 用(こ れ が 後 に ジ ェ フ ァ ソ ン政 権 下 で の 出航 禁 止 法 発令 とい う対 応 を生 む)

とい う事 実 を前 提 にす る な ら、 そ れ が こ う した こ と を指 す 象 徴 的 な表 現 で あ った と も解 釈 で き る。
56"ToAlexandervonHumboldt

,Dec.6,1813",inJefferson1984:1312.
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ゆ え に ア メ リ カは 、 非 ア メ リ カ世 界 を教 化 し導 くべ き義 務 を負 う、 との 使 命 感 で あ る。

こ の使 命 感 が なぜ 当 時 の ア メ リ カ に生 じた の か は 、 論 議 を呼 ぶ と こ ろ で は あ る。 た だ 一 般 的

に言 う な ら、 ア メ リカ建 国 に あ た って 影 響 力 を もっ た 啓 蒙 主 義 や 、 あ る い は 宗 教 的 な選 民 思 想

をそ の理 由 と して指 摘 す る こ とが 可 能 で あ ろ う。 と もあ れ 、 ジ ェ フ ァ ソ ンの な か で こ う し た使

命 感 は差 し当 た り、 独 立 を経 て挟 を分 か っ た ヨ ー ロ ッパ との 対 比 にお い て 、 強 く意 識 され て い

た と言 っ て よい 。 彼 に と っ て 、 ヨー ロ ッパ とは 専 制 主 義 の 政 府 下 に お い て 商 業 主 義 と金 銭 崇 拝

とが は び こ り、貧 困 と戦乱 とに満 ち て 道徳 的 に も腐 敗 した 、要 す る に野 蛮 の支 配 す る世 界 で あ っ

た 。 彼 自 身 の言 葉 を借 りれ ば 、 そ の 旧世 界 は 、 た と え ば次 の よ う に描 写 され るべ き場 所 で あ る 。

「[ヨー ロ ッパ で は]統 治 す る とい う名 目の も と に 国民 を二 つ の 階 級 、 す な わ ち 狼 と羊 とに 分 か

つ こ とが 行 なわ れ て い ます 。私 は誇 張 な ど して い ませ ん。これが ヨー ロ ッパ の真 の姿 な の です 」)(。

そ れ に対 し、 人 び とが 自 由 を謳 歌 し平 和 で あ り、 しか も独 立 自営 農 民 た ち を 中 心 に徳 高 き人 民

が 共 和 政 体 下 の 社 会 を構成 して い るの が 、 ジ ェ フ ァソ ン の誇 る ア メ リカ の(あ るべ き)姿 で あ っ

た 。 ゆ え に 、 ア メ リカ は ヨー ロ ッパ と関 わ っ て は な らず 、独 自の 道 こそ を進 ん で い か な け れ ば

な ら な い。 「ヨー ロ ッパ 諸 国 は この 地 球 上 にお い て そ の 一 部 を構成 して い ます が 、 しか し彼 ら の

地 方 的偏 狭 性 は、 彼 ら を特 殊 な シ ス テ ム の 一 部 に して い ます 。 彼 ら は 固有 の 利 害 関 係 を も っ て

い ます が 、 そ れ に対 し私 た ち は関 与 す べ きで は あ りませ ん。… ア メ リカ に は独 自の 利 害 関 係

とい う もの が あ り、 そ れ を ヨー ロ ッパ の 利 害 関 係 に従 属 させ て は い け ない の で す 」58。

ア メ リカ は 野 蛮 な ヨー ロ ッパ と は異 な る との 感 覚 は 当 然 、 そ う した ヨ ー ロ ッパ 的 な もの の 排

除 と 同時 に、 ア メ リカ 的 な もの の 拡 大 とい う使 命 感 へ と人 び とを導 い て い く。 そ して こ れ こそ 、

と りわ け 「共和 派 」 ジ ェ フ ァソ ン にお い て 、周 辺 地 域 へ の 共 和 主 義 ・共 和 政 体 の 拡 大 を正 当 化

させ たそ の背 後 に あ る 発 想 で あ っ た。 「ア メ リカ は北 も南 も … ヨー ロ ッパ か らは 区 別 され 隔

絶 さ れ た独 自の シ ス テ ム を もつ 必 要 が あ り ます 。 ヨ ー ロ ッパ は専 制 主 義 の本 拠 地 に な ろ う と努

力 して い ます が 、 私 た ち が 努 力 す べ き こ と は言 え ば、 そ れ は 当然 、 私 た ちの 半 球hemisphereを

自由 の 本 拠 地 にす る こ とだ と言 え ま し ょ う」59。 した が っ て この観 点 か らす れ ば 、ア メ リ カが 領 土

を(少 な く と も西 半 球 上 に)拡 大 させ て い くこ と も、 ジ ェ フ ァソ ンの な か で は 十 分 に正 当 化 さ

れ 得 る もの と な る。 そ の プ ロ セ ス が 人 び との 自決 と 自治 を尊 重 しつ つ 、 共 和 政 の 精 神 に お い て

展 開 され て い く限 りは 、 倫 理 的 に何 の 矛 盾 も生 じ得 なか った の で あ る(Onuf2000:58;ス テ フ ァ

ン ソ ン2008:307-308)。

事 実 、 こ の よ う な彼 の 姿 勢 は 先 に触 れ た 先 住 民 へ の 態 度 と と も に、 スペ イ ン治 下 に あ った 人

び とへ の態 度 に も、 典 型 的 に現 れ て い る。 こ こで 、 メ キ シ コ独 立 戦 争 が1810年 に 開 始 され た の

を皮 切 り(独 立 実 現 は1821年)に1810年 代 か ら20年 代 にか け て 、中南 米 の 旧 スペ イ ン植 民 地 が 次 々

と独 立 を 達 成 して い た こ と を想 起 して お こ う。 ヨ ー ロ ッパ の 範 か ら脱 しよ う と して い た この 西

半 球 で の 動 き は 当然 、 ジ ェ フ ァ ソ ン に お い て 、 概 ね好 意 的 に受 け 取 られ て い た 。 が 、 しか し同

時 に彼 は、こ れ ら新 た な独 立 国 に住 む 人 び とが 「自 由 な政 府 」 を維 持 で きる の か ど うか に つ い て 、

強 い 疑 い も抱 い て い る。 彼 らは 「実 に野 蛮 な 無 知 の状 態 に ど っ ぷ りつ か っ て お り、 偏 狭 と迷 信

とで 容 赦 な い 取 り扱 い を こ れ まで 受 け て きた 」 の で あ っ て、 した が っ て そ の 結 末 は 「軍 事 専 制

政militarydespotisms」 に終 わ る の で は な い か、 とい う の で あ る。 ゆ え に 、 ジ ェ フ ァソ ン に言 わ

せ れ ば、 「私 た ち[ア メ リカ 人]は 、彼 らの 進 むべ き方 向 が 長 期 的 に は彼 らを 自治 政府 にふ さ わ

しい 存 在 に して い く よ う な、 そ ん なモ デ ル で あ りか つ 刺 激 と して 、 しっ か りと した先 例 を保 っ

65"ToEdwardGarrington
,Jan。16,1787",inJefferson1984:880.

58"ToAlexandervonHumboldt
,Dec.6,1813",inJefferson1984:1312.
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,Oct.24,1823",inJefferson1984:1481-1482.



132

て」いかなければならない60。もちろんここで彼は、これら旧スペイン領をアメリカの領土にし

てい くべ きだ、と主張 しているわけではけっしてない。しか し、アメリカこそがこうした人び

との範たるべきという発想それ自体は、フロリダやキューバを始めとするスペイン領をアメリ

カの領有下に置こうとしていた彼の政策や意図の背後において、それを強 く支えるものでもあっ

たろう。彼の死後、こうした発想が 「明白な運命manifestdestiny」 なるスローガンの下で、メ

キシコから独立 していたテキサス共和国のアメリカ併合などに結び付いたことは、改めて指摘

する必要もあるまい(齋 藤1995:184-194)。

ところで重要なことは、アメリカの周辺地域に共和政体を拡大させてい くというこのジェファ

ソンの意図は、区のレベルか ら郡、州、そ して連邦へ と、多数派人民の意思に基づ く政府 を下

から積み上げていく、彼の分権的な共和政のあ り方によってその 「道徳的」な支えを得ていた、

ということである。先に触れた北西部領地法 に先立つ彼の 「報告書」は、まさにこうした共和

政のあるべ き姿をもとに示された、領土拡大の青写真だった と言えよう。つ まりそこでは、ア

メリカが新たに獲得 した領地に住 まう人びとを従属や隷従の状態に置かず、 自由と自治の主体

として独立13州 と同等な 「州共和国」を作 らせ、それが全体としてのアメリカ連邦共和政に 「平

和的」に組み込まれるべきことが主張 されていたのである。これこそ、本稿の 「は じめに」で

引用 した言葉、すなわち 「私は、我々の憲法体制ほど広大な帝国 と自治政府 とに適 したものは

かつてなかった、 と確信 しています」 という言葉をジェファソンに吐かせた、その背後にある

ものであったろう。アメリカの帝国化は、そうした連邦主義的な共和政体 というものを手にし

たことによって、人びとの自由や自治の権利 を否定することなく、言わば 「道徳的」に成 し遂

げることができる。この点において、ジェファソンの夢見た拡大する「自由の帝国」は、かつてロー

マやヨーロッパに見 られた征服や暴政に基づ く野蛮な反啓蒙主義的帝国 とは一線を画すものな

のであった(Andrew2011:93)。 このことが、自由や共和政を擁護するジェファソンをして、「自

由の帝国」拡大 というプロジェクトを正当化 させる根拠 になっただろうことは、ほぼ間違いが

あるまい。

抑圧 と腐敗に苦 しむ全人類に自由 と希望 とを指 し示す、燈火 としてのアメリカ。ゆえにその

文明を、世界に広げていかなくてはならない 結局この使命感が、ジェファソンをして、拡

大する 「自由の帝国」へのあ くなき追求に向かわせたのだと言える。そ して、 ここで本稿の主

たる関心に戻 るならば、この点において、アメリカが共和政であることと帝国化 との間にある

種の深い関連があったことを、指摘で きよう。まずジェファソンにおいては、 まさにアメリカ

の体現する文明のなかに、それが共和政であることが含 まれていた。さらに、その彼の追求す

るアメリカ共和政の姿が分権的な連邦主義 をとっていたことによって、共和政 を周辺に広げて

い くという意味での帝国化が手段の上でも彼のなかで 「道徳的」に正当化 され得たのである。

したがって、この限りにおいては、ジェファソンの 「自由の帝国」拡大に対する熱情は少なか

らず彼の共和政のあ り方によって促 されていた、と言えそうである。

ただ、その両者が論理的な因果関係にあったのかと言えば、やはりそうだとは言えまい。とい

うの も、まずジェファソンの考える文明のなかに共和政が含まれていたからといって、そのこ

とが必然的に、その共和政を含む文明を周辺地域にまで拡大させていかなければならない、と

の発想を生みはしないからである。同様に、アメリカの分権的な共和政が 「道徳的」な帝国化

を可能にしたとしても、そうした共和政の形態をとっていることそれ自体は、やはり領土の拡

張を必然的な帰結 とするものではない。要するに、アメリカの周囲に共和政 を拡大せんとする

f°"TotheMarquisdeLafayette
,Nov.30,1813",inJefferson1999:191-192.
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帝国化へのインセンティブは、アメリカが共和政であることとは何か別の思想的な淵源 野

蛮な社会 を文明化 させんとする啓蒙主義思想や、宗教的な選民思想 など によって介在 され

る必要があるのである。実際、ジェファソンの 「自由の帝国」拡大 に対する熱情 もまた、共和

政を擁護せん とする姿勢 とは別に、文明の拡張を是 とする思想的な促進剤があって、初めて生

まれてきたものであった。ゆえに、ここでも共和政と帝国化 との問には直接的な因果関係はなく、

それはあ くまで間接的なものに留まる、と結論付けられるのである。

IV.お わ りに

[ア メ リカ の]連 邦 原 理 が 有 効 に働 くそ の規 模 を 限 界 づ け る こ とな ど、 い っ た い 誰 に行

な う こ とが で き ま し ょ うか61。

本稿の課題は、このようなジェファソンの帝国化志向が彼の考える共和政のあり方にどれだけ

基づ くものであったのか、その因果関係の程度を検証することにあった。結論から先に言 うなら、

拡大する 「自由の帝国」への熱情 と彼の共和政観 との間に論理上の必然性はなく、基本的には、

両者の問には間接的な相関関係しか存在しなかった、ということになる。

まずジェファソン自身は、直接指摘するようなことはなかったものの、共和政の対外的性格

を概ね平和的なものだと考えていた。それは、とりわけ当時戦乱に次 ぐ戦乱に直面 していた君

主政国家や専制国家の蹟雇するヨーロッパとの対比 において、そうだったのである。 したがっ

てその意味では、彼の活躍 した18世 紀末から19世 紀初頭にかけて広 く人口に月會灸していた 「平

和的な共和政」 というパ ラダイムを、ジェファソンは基本的に受け入れていたと見な し得 る。

もちろん、それがモ ンテスキューの唱えたパ ラダイムとは内容の点でかなり異質なものであっ

たことは、注意されてよい。 というの も、共和政体の小国性や商業にその平和性の根拠 を見出

していたと思われるモンテスキューに対 し、ジェファソンの場合 は、その軍隊には防衛 に特化

された民兵軍を頼 りとすること、また他国との商業の深化 ・拡大にではなく徳高 き農業国を樹

立することに、その平和性の根拠が求められていたようだか らである。 しかし、いずれにして

も共和政を平和的な政体 と見なす当時の 「伝統」は、ジェファソンにおいても、大体のところ

受け継がれていたと言ってよい。

では、そんなジェファソンがときに戦争 をも容認するアメリカの帝国化 を望んだことに、果

た して矛盾はなかったのだろうか。彼の発言類か ら判断するに、ジェファソンにおける 「自由

の帝国」拡大への熱情は、以下のような思想的淵源からもたらされていた。(1)当 時アメリカが

置かれていた国際情勢を前提 とする安全保障上の関心、(2)「 共和派」によって広 く抱かれてい

た政治経済上の思想、(3)ア メリカによって体現 されていた文明を世界的に拡大 させんとする使

命感、の以上3つ である。 しか し本論中で指摘 したように、(1)は ジェファソンの追求した共和

政のあり方と直接因果を結ぶものではな く、(2)と(3)に ついても、それと完全に無関係 という

わけではなかったものの、その関連性は論理上必然 というわけでもなかった。つまりジェファ

ソンにおいて、彼の擁護 した平和的な共和政と、戦争をときに伴 う帝国化のプロジェク トとは、

論理上は一応無関係であ り得たのである。これが、この両者 を彼のなかでひとまず同居 させ得た、

その根本原因であったろう。「自由の帝国」を拡大 させ ようとするジェファソンの熱情は、要す

61"SecondInauguralAddress
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るに、彼の共和政支持 とは別個の思想や歴史的な偶然の条件に促 されて、彼のなかに生 じてい

たわけである。

ただ、 とは言うものの、ジェファソンの追求したアメリカの共和政が連邦主義的な分権性を

特徴 とするものであったことは、そのひとまず無関係な両者を彼において同居 させることに大

きく寄与 していた、 とは言える。なぜなら、この共和政のあ り方は新領地に住む人びとを従属

民として抑圧 はせず、自由と自治の権利 とを尊重 しつつ、彼らをアメリカに統合することを可

能にしていたか らである。これはしか も、その領土拡大 を倫理面において正当化することに役

立ったのみならず、その際に強制を必要 としないという意味において、「平和的」なそれをも可

能にしていた。事実、帝国化とあれば戦争をも辞さない姿勢をときに見せたジェファソンであっ

たが、その領土拡張は多 くの場合、武力行使 を伴わない 「購入」という形が選択されている(Wilson

2002:107-108)。 こうした事情 もあって、共和政の支持と帝国化への熱情という両者は、彼にお

いて、ますます矛盾な く同居 し得たのだろう。

しか しいずれにしても、少なくともジェファソン自身の発想に即 して判断する限りでは、共

和政を支持 ・擁護する立場と帝国化を推進することとの間には、直接的と言い得 るような因果

関係は存在 しなかった、と言わねばなるまい。よって山下範久 らが指摘するような 「共和主義

が帝国化 をもたらす」とのテーゼについても、その抽象的な論理の上での妥当性はさてお き、「共

和派」ジェファソンが 「自由の帝国」の拡大 に熱心であった という事実では、その正 しさは証

明できないのである。

こうした本稿の結論が示唆するものは、結局のところ、共和政と帝国との関係はそうしたテー

ゼで一般化できる程に単純ではない、 というある意味ではあ りきた りな事実だと言える。そ も

そも共和政という概念 も帝国という概念 もともに、その意味するところは歴史的に変転を重ね

てきてお り、用いる論者によって も、そのニュアンスやイメージは常に多様である。たとえば、

本稿で も触れたように、共和政の対外的性格 ひとつをとってみても、それを平和的 と見なす理

解 もあれば、領土の拡大 とい う 「偉大さ」の実現に適 した政体 と見なす理解 もあ り、けっして

一様ではなかった。 とすれば、言葉の上では 「共和政ローマも共和政アメリカもともに帝国化

した」などと言うことはできるにせ よ、そこでの共和政と帝国化との相関関係が同 じものであっ

たかどうかは、その各々の概念が何 を意味 しているのかの検討を含め、単純には済ませること

ので きない多 くの作業 を必要 とする、 と言わねばなるまい。問題をジェファソンのような個人

の思想に限ってみても、本稿のかな り複雑な議論が示 しているように、その両者の関係は、一

筋縄で説明できるようなものではけっしてない。 したがってその関係を理解するためには、そ

の人の思想体系全体やその人物が生きた時代のコンテクス トを視野に入れつつ、その検討 を行

なってい く作業が欠かせないのである。

共和政 と帝国化 との関連性 という問題は、確かに興味深いテーマである。ゆえに、政治思想

史や歴史学 といった分野では今後それに正面から取 り組んでいく必要があるが、しか しこの問

題 に対処するには、普通考えられているよりもさらに多角的なアプローチが必要なのだと言え

よう。「自由の帝国」を唱えた 「共和派」ジェファソンの思想に着目した本稿は、その結論の是

非はともか く、そうしたアプローチの重要性は明らかにし得たのではなかろうか。
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